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平成２７年第１回豊能町議会定例会会議録（第２号） 

 

年 月 日 平成２７年３月４日（水） 

場 所 豊 能 町 役 場 議 場 

出 席 議 員 １４名 

       １番 野村 剛志      ２番 管野英美子 

       ３番 永谷 幸弘      ４番 橋本 謙司 
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       ９番 永並  啓     １０番 竹谷  勝 

      １１番 福岡 邦彬     １２番 高尾 靖子 

      １３番 西岡 義克     １４番 川上  勲 

 

欠 席 議 員 ０名 

 

地方自治法第１２１条の規定により、議会に出席を求めた者は、次のとお

りである。 

町 長  田中 龍一      副 町 長  中井 勝次 

教 育 長  石塚 謙二      総 務 部 長  内田  敬 

生活福祉部長  木田 正裕      建設環境部長  石田  望 

上下水道部長  高  秀雄      消 防 長  高田 龍二 

会 計 管 理 者  川上 和博      教 育 次 長  今中 泰行 

 

本会議に職務のため出席した者は、次のとおりである。 

議会事務局長  乾  利昭      書 記  杉田 庄司 

書 記  増田  稔 
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議 事 日 程 

平成２７年３月４日（水）午前９時３０分開議 

日程第 １ 一般質問 
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開議 午前９時３０分 

 

○議長（竹谷 勝君） 

  皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は１４名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りでございます。 

  日程第１「一般質問」を行います。 

  順次発言を許します。 

  質問者は質問者席に登壇して、質問を行

ってください。 

  豊能第一クラブの一般質問を行います。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて４

０分とします。 

  川上勲議員を指名いたします。 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  指名をいただきましたので、一般質問を

させていただきます。 

  前置きはさておきまして、通告順に従い

まして質問させていただきますので、簡単

明解に答弁をいただきたいと思います。 

  まず、きのうの町長の町政運営方針を聞

いておりますと平成２６年度と全く変わり

ばえがしない。そして内容を聞いておりま

すと他力本願でありまして、豊能町をこの

ように変えていくんだというような方向性

が見えてこないということなんです。した

がいまして、平成２７年度の予算について、

まず、基金を平成２７年度取り崩しておら

れますけれども、この基金の取り崩しとい

うのは町の将来に対して新しい事業が必要

と思いますけれども、その方針が見えてき

ません。豊能町をこのようにしていくんだ

と、将来、豊能町はこういうことが必要な

んだというようなことがありませんけれど

も、町長は一体どのように考えておられる

のか、お答え願いたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  おはようございます。 

  まず、豊能町をどのようにしていこうか

ということでございますけれども、これは

まず豊能町の特徴、こういったことをやっ

ぱり生かしていく必要があるかと私は思っ

ております。豊能町の特徴といたしまして

は、一つは都心からのアクセスが電車でも

車でも１時間以内。また、西地区では都心

に通勤するベッドタウンとして生まれてき

たまち。また、東地区は農業を中心とする

産業で育ってきたまちがありますと。あと

は少子高齢化してきている。また観光資源

としては、一つは妙見山への登山の入り口

である妙見口駅がある。また、高山右近の

生誕の地であり、ことしは没後４００年を

迎える年でございます。そういったことが

あります。こういったことも踏まえながら、

やはりこれはしていかなければいけないと

いうふうに私は考えておりまして、大きく

はまずはやはり人口をふやすということと、

もう一つはまちの活性化、こういうことを

していく必要があると。そんな中で、町主

導という話でいきますと、やはり町といた

しましては、まずはこの人口をふやす、も

しくは皆さん産業を興しやすくするという

ようなことの後押しするということはやっ

ぱり一番大事だというふうに思っておりま

す。そういった視点からいきますと、まず

は都心へのアクセスの向上、こういったこ

と、例えばこれまでも豊能町の地域公共交

通基本構想、こういったものを策定し、バ

スであるとか鉄道であるとかの利便性を向

上していこうとしている。また、国道４２

３号線、４７７号線、こういったことにつ
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いての線形改良や拡幅について促進協議会

や期成同盟ということで、各市町村とも一

緒になりながら、また川上さん、国への要

望なんかもしていきながら、そういったこ

とも実施している。また、企業誘致、いろ

いろな産業を興すということにつきまして

も、やはり今、豊能町の中ではほとんど市

街化区域というのはもう市街化されており

まして、新たに何か大きなことをしようと

した場合に、やはり市街化調整区域、こち

らで何らかできるようなことをする必要が

あるということで、そんなことから、一つ

は平成２５年に市街化調整区域における地

区計画のガイドライン、こういったことを

お示しをしまして、少しでも企業、何か産

業をしやすいようにしようとしていたとこ

ろですけれども、ただ、その中でなかなか

対象外の区域というものがありまして、例

えば農業振興地域、農用地の区域でありま

すとか、あとは近郊緑地保全区域、こうい

ったところが実はその地区計画がはまって

も対象外となっているということもあるの

で、こういったことにつきましては、今回

の地方総合戦略、こういったこともあるの

で、今後も引き続き大阪府にこういったこ

との規制緩和ということは要望していきた

いと思っております。 

  それと、あとはこれからやはり創業して

いくということについてはやっぱり人が大

事です。行政が主導というよりは、やはり

この中でどういった課題があって、その課

題に対してどういうふうに解決していくか

ということについて、さまざまな思い、動

きということもございますので、そういっ

たことについて我々といたしましてもサポ

ートなり助成なりしていくようなことが今

後必要ではないかと思っております。です

ので、先ほどの質問、もう一度繰り返しま

すけれども、まず町の特徴を理解しながら、

究極的にはやはり人口の増加、町の活性化、

こういったことをしていかなければいけな

い。その土壌づくりということを町が中心

になってやっていくということが必要だと

思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  今、町長が答弁されたこと、わかり切っ

たことなんですよ、全て。その中で豊能町

は特徴を生かした、それよりも、まずやっ

ぱり若い世代の人口をふやす。これが一番

大事なことなんです。そういう答弁を簡単

に、もう二、三秒でしてほしかったんです

わ。長々、長々わかり切ったことを言うて

もらわんでも、みんな御存じやからね。だ

から若い人口をふやすためには具体的にど

んなことをしたらええかと、これがこの平

成２７年度の予算の中にも反映されてない

ように思いまんねんな。 

  この間の全員協議会の説明で、あと六、

七年したら予定では基金がゼロになるとい

うようなことがありましたわな。それをそ

うしたくないのには、どういう形で今、手

を打たなければ、今のような状態で、例え

ば給料を削減したり、始末をしてもそれ以

上に人口が減って、なおかつ税収が減って

きたら、あの表のとおり六、七年したら基

金がゼロになる可能性は十分にありますの

で、今、基金を全部使ってでも手を打って

おいたら、あと六、七年先にはまた基金が

ふえてくる可能性はある。それは結果で判

断すんねんけどね。そういうものがこの平

成２７年度の予算にも見えてきまへんねん。

だから将来にわたり、将来、５年、１０年

見越して安定した町政運営が必要やと、今

でっせ、安定した町政運営をするために今

必要やと、それは具体的にこうすれば将来
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安定になるという考えは、今現在持ってお

られますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  まず、平成２７年度で、人口をふやすた

めにどういったことをしているのかという

ことにつきましては、一つは代表的な子育

て支援、医療費助成、こちらの大幅な拡充、

それと一緒に住マイル助成、こういったこ

ともしております。そんな中でたくさんの

人来てもらうためには、やはりＰＲという

のがまず大事かと思っておりますので、今

回その子育て支援医療費助成につきまして

は、大手の新聞なんかでも取り上げていた

だいたりしてもおりますので、そういった

意味でＰＲ効果という意味ではあったので

はないかと。それとまた、豊能町自身は、

御存じのように都心にも近く通いやすいと

いうこともありますので、そういう環境も

いいので、そういったことのＰＲ、これは

やはり必要だと思っておりますので、これ

につきましてはやはり町外へのＰＲという

ことで、これも去年させていただきました

けれども、住宅展示場と一緒に協働いたし

まして、北部のまちに１５０万部のビラを

まかせていただいたりでありますとか、あ

とはそれぞれの展示場の住宅メーカーに対

しましても、やはり売っていただく方が豊

能町を知っていただくということは大事で

すので、個別にそれぞれＰＲをしたであり

ますとか、また、もし、これも私、就任時

からやっておることですけれども、不動産

の最新情報、そういったこともインターネ

ットで発信しておりますので、どなたでも

見れる形にしております。そういったこと

で、これは豊能町のよさをＰＲしていくと

いうことは大事かと思っておりますので。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  また２番目の若い人口の増加策について

という中で質問をしようと思ってましたけ

れど、例えば今、町長おっしゃった、豊能

町に一緒に住マイル運動か何か。 

（発言する者あり） 

○１４番（川上 勲君） 

  住マイル事業やね。 

（発言する者あり） 

○１４番（川上 勲君） 

  住マイル助成、これ３００万円ありまし

たかな、平成２６年度に。これ平成２６年

度にされたけども、効果があったのかなか

ったのか。具体的にちょっとお答え願えま

すか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  一緒に住マイル助成でございますけども、

住宅のリフォームと取得と二つの種類がご

ざいましたが、住宅取得の助成は申請ござ

いませんでした。全てリフォーム。それに

伴いまして、転入の促進ということも狙い

ましたが、転入という件数は１件もなかっ

たというような状況でございまして、全て

現在お住まいの方がリフォームなさること

に対し助成を行ったということでございま

した。効果が上がったというふうには考え

ておりません。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  結局、効果が上がってないことですな、

これ。また平成２７年度に同じように住マ
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イル助成でっか、それ継続されておられま

すわな。ちょっと考え方が我々と違うのか

どうか、ちょっとわかりませんけど、効果

がなかったらもうやめておいたらええと私

はそう思いますわ。 

  もう１点聞きますけど、町長の任期はあ

と１年半ですわな。３年、２年半前に立候

補されたときに公約を挙げられたけども、

その公約の中で、例えば高濃度汚染物、ド

ラム缶、これは処理しますということでし

たわな。それでエスカレーターは必ず修繕

しますということでしたわな。それでユー

ベルホールも大改修いうか改修をやって、

きちっと使えるようにするというような公

約でしたけれども、これほかにもありまし

たけども、今挙げた３点ほど、田中町長の

任期中にできる可能性があるんでっか、な

いんでっか、その辺ちょっとお聞きしたい。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  先ほどの一緒に住マイル助成につきまし

ては、これは今回、転入するために、転入

することを条件にということで、制度とい

たしましては改正いたしまして、今回やら

せていただいております。 

  次に、今、公約、こちらにつきましては、

エスカレーターの更新、こちらについても、

今、更新に向けて検討しているところでご

ざいますし、またユーベルホール、こちら

につきましては当然続けるということで、

今現在も続けていっているということでご

ざいます。あとはドラム缶の処理ですね。

こちらにつきましても御存じのとおり、今、

審議会立ち上げまして、この前も審議して

いただいて、処理の安全性について企業の

提案を受けて、今、選定を、専門家の方に、

審議員に選定をしていただいているところ

でございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  いやいや、私聞いてるのは、田中町長の

あと１年半の任期中にその公約ができんの

か、できひんのんか、それを聞いておるわ

けですわ。例えば３点挙げたやつの、例え

ばドラム缶はできますと、ほかのやつはち

ょっとわかりませんとか、そういう形で簡

単に、明瞭に、できるかできないかという

ことを聞いてまんねん。ちょっともう一回

答弁よろしくお願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  当然ながらできることを目指して当然頑

張ってまいります。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  ドラム缶の件は、これはやっぱり非常に

難しい。ほんでエスカレーターなんかは、

これは大改修いうか、全面的にかえてしま

うことをすればできますわな、町長。ただ

し財政的にはちょっと無理があるから、

我々そういう、ああいう仕事の関係のもん

が今の時点で判断すると、大改修でお金を

出してすんのやったらできるけども、そう

でない限り町長の任期中にはできないとい

うふうに私は思ってますわ。ほんでユーベ

ルホールも、やいやい言うて、我々一本ず

つ話聞いてまっけど、結局もう必要最小限

の、これはやっぱり必ずせないかんけども、
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平成２６年度からされたような大きな改造

は恐らくやられへんやろと、財政的に、そ

ういうふうに思ってますのや。だからやは

りそういうことを考えると、ちょっと今の

田中町長の立場では非常にこの４年間無難

に過ごしたなというぐあいに私は思ってい

るところでございます。 

  それから次に、行政を変える考えがある

のかどうかということなんですけども、こ

れは、きのうかおとついか新聞に載ってま

したけど、大阪に観光客を、特に中国人が

ふえてんけども、３７０万人ほど、大阪、

５００万人ほどふえているわけですわな。

大阪に来てまんのや。大阪と、先ほど町長

言うたように通勤距離が短いんですわ。豊

能町にその来られた人を受け入れるという

こともこれ、せないかんし、できるわけで

すわ。そのできるためにはどういうぐあい

にしたらええかということをお聞きしたい

ねんけども、今、豊能町では、例えばとよ

のん、あれは秘書政策課の担当ですな。そ

れから観光協会、これなんかは農林商工で

すわな。ほんで後でもちょっと質問します

けど、高山のコミュニティセンターも農林

商工課の担当ですわな。だから、先ほど、

朝９時から集まった中に、観光部門の何か

書いてましたわな。最終の３ページに、魅

力ある観光事業発信事業、これ書いておっ

たけども、まさしく、やはり私は行政が一

つの組織として、観光課なり、そういうも

のをやっぱりつくって、そういうとよのん

とか観光に関係ある分をそこに集めて、町

内・町外に発信していくということが必要

やと思いますけども、そういう行政組織を

変える考えはあるかないかどうか、お尋ね

します。答弁は部長でも町長でも結構です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  こちらにつきましては、他都市と比べて

も小さな組織ということもありますので、

とよのんは今、秘書政策課、今、確かに観

光協会等は農林商工がやっておりますけど

も、その辺は今現在も連携を密にしながら

努めていっているところでございまして、

引き続きそういった形で今やっております。 

  以上でございます。 

（発言する者あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  ちょっと答弁がはっきりしませんけども、

時間的にもうありませんので、ちょっと答

弁、簡潔明瞭に、簡単にきちっとした答弁

ちょっとお願いしたいと思います。 

  次に、若い世代の増加策、これについて

ちょっと質問をさせていただきます。 

  御存じのように、先ほど町長おっしゃっ

たように、東地区は旧村落で農村地域、西

地区は新興住宅地ですわな。ほんでこの東

地域で農業地域やけども、今現在、農地の

耕作放棄地とか荒れ地とかたくさんあるけ

ども、町内の農地の割合から、何ぼ農地が

あって何ぼの割合で放棄地があるのかどう

か、ちょっとお尋ねしたいねんけども。部

長よろしくお願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  おはようございます。お答えいたします。 

  遊休農地につきましては、毎年、農業委

員会が１回、現地を確認に回っております。

その数字によりますと、町内の農地面積が

約３００ヘクタール、遊休農地として大体

１１ヘクタールがあるということで、遊休
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率が3.７％ということになっております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  これ、今答えてもうたけど、現実と全然

違いまんねん。例えば高山で、私、調べた

んですわ。高山はたしか１７、現在、初め

からいうたら２０ヘクタールほどあるわけ

ですな、高山では。そのうち３分の１が、

六、七ヘクタールがもう耕作放棄地になっ

てまんねん。遊休地になって荒れ地になっ

てまんねん。ほんだらあとの残り４ヘクタ

ール、５ヘクタールほどが余野、川尻、木

代、切畑、牧、寺田、吉川でそんだけでっ

か。ちょっとその辺、今の数字からいうた

らおかしいと思いますけど、現実はそうで

すわ。ほんで高山で挙げたら、今、農業従

事者は６０代後半から７０代の人です、ほ

とんどが。あと１０年したらあと３分の１、

また荒れ地、放棄地になりまんねん。こう

いう状況の中で、町が行政としてどういう

指導をされておられるのか、してないのか、

されておられるのか、ちょっとお尋ねしま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  農地の耕作や管理ということで、ずんず

ん、おっしゃるように高齢化してまいりま

して、管理が難しくなってきておるという

ことでございます。これにつきましては、

利用権の設定という手続で農地の貸し借り

を行っていたり、また農地の中間管理機構

というのがございまして、そこに頼んで農

地の貸し借りをやっておるということでご

ざいます。今の農地管理機構等にお貸しし

た場合には、農地としてもそのままあって、

１０年たてばまた返ってくるというような

制度でございますので、売ってしまうわけ

でもないですので、その辺を理解していた

だいて、農地を管理できなくなるようであ

りましたら、そこを使っていただいて、農

地を循環させていただきたいなというふう

に考えております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  今、考えておるいうことで、今現在が多

分そういうことはなさってないと思います

わ。平成２７年度の予算見ますと、農業委

に上げておるのが4,７００万円ほどですわ

な。そのうち人件費が3,５００万円おまん

のや。ほんでその中に、先ほど言うたコミ

ュニティセンターの運営費と修繕費が７０

０万円おまんねん。ほなら５００万円が農

業費の残り、あといろいろなことに使う金

ですわ。それを調べてくると、補助金など

にほとんど行ってしまいまんねん。ほな町

独自でこういう形で町の農業施策していく

んだという金が一銭もないわけですわ。そ

れが現実なんですわね。だから、こういう

形でするともう豊能町の旧村の農業地域は

潰れてしまうのは、もう現実見えてますわ。

だから一つの考え方として、これ地方創生

のまち・ひと・しごと、これに関係すべき

やと思うけど、やはり町あるいは農協と一

体となって、町が、豊能町の旧村地域を圃

場整備、これは必ずしてないやね、誰も手

をつきませんわな。それを今の割合でいけ

ば、聞くところによると１7.５が受益者負

担やけども、受益者負担をゼロにするわけ

にいかんけども、なるべく少のうして、例

えば５％ぐらいにして、町が指導力を発揮

して豊能町の旧村全体を圃場整備やって、

なおかつ獣害対策、これを必ずせんとあか
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んけど、これをやって、第三者機関をつく

るなり大企業を呼んで、選定せないかんけ

ども、そこで農業の経営をさすと。若い人

にそれに対して従事してもらうということ

になれば、地権者が自分の田んぼは管理せ

んでもええし、その商売を、売り上げのそ

の部分を反別で返還してもらうと、それに

金をその受益者負担の圃場整備の受益者負

担分に返還していくと、そういう形であれ

ば、地主は自分の体使わんと自分の土地を

管理せんと十分なり立っていけるというよ

うな考えを私は持っておるねんけども、そ

の考えはあきませんか、よろしいでっか、

考えてみますか、三つの答弁でございます、

よろしいんですで、町長、簡単にちょっと

答弁よろしくお願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  圃場整備については、これまでできると

ころはやってきているところでございます。

またこれ本当に地権者があっての話でござ

いますので、当然ながらそのあたりまとま

って調えば、そういったことは当然ながら

考えてまいりたいと思っております。です

ので、圃場整備については必要なことだと

思っていますし、そういった条件が調いま

したらそういったことにつきましては進め

ていきたいとは思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  ちょっと時間がもう１０分しかありませ

んので、次に行きますわ。 

  ほんでいつも教育長に質問するのが中途

半端になってまんねんけど、この空き教室

の利用ですな。必要なものですね、これ。

ちょうど４月から教育委員会制度変わりま

んがな。だから私の考えは、空き教室を利

用して民間に貸してもらおうと。本来の公

的な小中学校の教育は、今、欠けてますわ、

愛国心とか道徳教育が。これをやっぱり公

的な機関で中心にやってもうて、知識やあ

るいは能力の向上は民間でもできまんねん。

これを分けて、学校で放課後、民間に貸し

て、安い金で貸して、それも金入ってくん

のやからよろしいやん。貸して、知識や能

力の向上を図ってもらおうと。本来の公立

の小中学校では愛国心とそれから道徳教育、

これを中心にしてもらうと、そういうぐあ

いにしてもらうと、この間のようなああい

う事件が起こらないわけですわね。だから

そういうことを一遍、具体的に、教育委員

会あるいはこれは町長も関係してる分やで、

あれ４月から、考えておられるかどうか、

ちょっと答弁よろしくお願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  川上議員の御質問にお答えいたします。 

  先ほどの御質問、昨年の３月にもお答え

させていただいたかと思いまして、改めて

同じ答えになるかもしれませんが、放課後

の学習塾ということでの御提案ですけども、

これは使う、使わないは保護者の選択によ

って利用されるものでございまして、学校

の施設は教育課程において学校において教

育を行う場でございますので、セキュリテ

ィとかその辺もございまして、今のところ

は導入する予定は入ってないんですけれど

も、しかしながら子供たちが放課後や休日

に決して充実した時間を過ごしていると言

い切れないところがありますので、今年度

の取り組みとしては、わくわく教室それか
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ら中学校ではテスト前の学び舎ということ

で勉強会をしてるんですけども、それに加

えて今年度からは放課後学び舎ということ

で、中学生、毎週火曜日、西公民館におい

て、クラブ活動終わってから、５時半から

７時半という短い時間ですけれども、わか

らないところ、家でやったら宿題できない

からここでやるという子で定着して好評で

通ってきてもらっている子がおります。そ

れと土曜日、これも１０月から始めたんで

すけども、今年度４回、２月まで４回、西

公民館で同じように学び舎教室、これは午

前中９時半から１１時半の２時間で、これ

も親が、家でごろごろしてる間に行ってお

いでということで好評でございまして、平

成２７年度も継続して実施してまいるつも

りはしております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  いや、その難しい言葉やなしに、今の放

課後言われたけど、ほんだら指導者はどな

いすんのやと、こうなってきますわな。民

間の塾の指導者は優秀な人材、ようけいて

まんねん。それに知識や能力してもうたら

よろしおまんのや。難しい管理がどうする、

そんなんもきちっとできるようにしたらで

きまんのや。絶対それを考えてもらわない

かん。ほんでそういうぐあいにしたら、子

供はよその遠いところへ塾に通うよりも今

の行ってる中学校や小学校で勉強できんの

やから、お金要りまへんわ。それにプラス

町長、一世代前、２０年、３０年前に吉川

中学校の存在は知ってはりまんな。ああい

う形にするためには、高校生になったら当

然よそへ通わなんから、ある一定のところ

まで平等に、交通費はただにしたると。も

ちろん学校に使う費用はただや。病気、何

とかいう、医療費もただや。そういうぐあ

いにしたらおのずと高所得の人が入ってき

て、子供に高学歴をするために、そういう

塾やあれにされたら、これは手っ取り早い、

若い世代の導入方法ですわ。その塾を学校

に入れるだけじゃなしに、そういうことも

考えて一緒にやったら、私はそう思ってま

んねん。そういう提案を国にできまんがな。

それは町長の腕一つや。そういう考えをや

っぱり持ってしてもらわんと、私はあかん

と思いますわ。 

  次に。 

（発言する者あり） 

○１４番（川上 勲君） 

  もうしゃあない、時間あれへんのや。次

のことも大事なことがようけあんねんけど

やな。そういうことですわ。 

  それから次に、それでもう終わったんか

いな。空き家対策やな。空き家対策さっき

言うたよ。それから次はドラム缶やね。高

濃度汚染物。 

（発言する者あり） 

○１４番（川上 勲君） 

  空き家対策言うてへんか。 

（発言する者あり） 

○１４番（川上 勲君） 

  空き家対策は、先ほど言うたように住マ

イルとか何や関係なしに、空き家対策、今、

町で聞くところによると、旧村の古い民家

を空き家対策だけにしたるということを聞

いてんけどね。新興住宅地のどれだけの率

で空き家があるか把握してはりまんのか。

ちょっと答弁よろしくお願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  空き家の数ということでございますけど

も、国の統計局が平成２５年に統計してお

るんですけども、その調査によりますと全
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国で空き家率は１3.５％と言われておりま

す。豊能町で、実は２月２６日にその速報

値というのが公表されておりまして、あく

まで統計上の数字でございますけども、豊

能町は8,５９０棟あるというふうに出てお

りまして、そのうち居住している棟が7,８

３０棟であるということで、空き家は７５

０棟あるというような統計上の数字が出て

おります。これによりますと豊能町の空き

家率は8.７％ということでございます。こ

れはあくまで2,０００戸程度を抽出して調

査をした統計上の数字でして実数ではござ

いませんのです。 

  今、水道閉栓中の家がございまして、そ

れを航空写真にプロットしまして、家があ

るかないかという調査を秘書政策課のほう

でしてくれましたが、その調査によります

と、新興住宅地だけですが、その空き家は

１８８戸あるということが確認できました。

航空写真ですので実地の調査はしていない

んですけども、その１８８戸ということで、

新興住宅地の居住の家屋は約7,３００戸あ

るということですから、この数え方でいき

ますと空き家率は2.６％ということで非常

に開きがあるということでございます。 

  それから実地調査をしましたのは平成２

５年６月に、これはまちづくりプロジェク

トチームでときわ台と光風台だけサンプル

調査をしたわけでございますが、そのサン

プル調査ではときわ台で２７戸、光風台で

１９戸の空き家を確認したと。これも水道

の閉栓中の家を１軒ずつ見て回ったという

ことで、水道を閉栓せずに空き家の家もあ

るということですから、この数字が正しい

とは思いませんが、閉栓してて空き家とい

う数はそういうことだったと。そうすると

空き家の率はときわ台で2.２％、光風台で0.

９％というような低い数字で、その統計の

数字と航空写真で見た数字、歩いた数字、

それぞれ率が違うのでどれが正しいという

こと言えませんが、決して全国と比べると

高くはないなというのが実感でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  この空き家を埋めるためにも、先ほど言

うたように、やっぱり若い世代をふやす方

策をしたら、おのずとその空き家は埋まる

と思いますわ。それ言うておく。 

  次に、大事なことですが、ドラム缶のあ

れ。これも去年にばたばたと２億4,０００

万円決めてしまいましたわね。これ、この

平成１４年から処理の始まる過程が始まっ

てんけど、これ私が思うのに、この処理方

法は、当時の無知無能の管理者や職員が、

この人たちに対して、ダイオキシンに対し

ての無知無能でっせ、対して、大阪府や、

ダイオキシンを、このダイオキシンに権威

があるというごときの大学の教授、今も何

か審議会に入ってますわな。ほんで企業、

これ鴻池とクボタですわ。ほんでそれに関

係する弁護士、それが寄ってたかって無知

無能の赤子の手をひねるような行為をやっ

て、誰が見ても腑に落ちない、そういう方

法で多額の金額を持っていきましたわな。

これは事実ですわ。例えば挙げたら、先ほ

どの腑に落ちない方法いうのは、クボタの

請負金額、これ９９％以上ですわ、予定の。

それから処理の場所の変更、余野からオン

サイトになった変更で、なっても契約金額

一緒。金をもうた業者が水まししたんでっ

せ言うてるのに、渡したほうは、いやして

ませんねん、そういうことありましたわな。

誰が見ても聞いても腑に落ちない方法です

わ、これ。それで多額の金額を、これさら

っていきましたんや、その人らは。それは

やはり、これはそのまま置いておくことは、

これは絶対私はいかんと思う。だから、こ
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の後まだ何とかいう審議会をつくって、ほ

んで場所も決まらんうちに業者を選定して、

金額までもが決めるような状況に、今なっ

てますわな。３社の企業が応募してまんが

な。前のときは１４社応募したんですわ。

今度もそれぐらいの応募があって当たり前

やけど３社だけですわ。もうこれは決まっ

たことなんですわな。もうレールがひかれ

てまんねん。そういうことをやはり考える

と、我々はやはりこれを見逃してはいかん

と、検証せなあかんと、今までのことを、

こういうぐあいに考えてますので、町長の

考え、それに対する考え、よろしくお願い

します。 

（発言する者あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  答えられますか。 

（発言する者あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  以上で豊能第一クラブの一般質問を終わ

ります。 

（発言する者あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  次に、日本共産党の一般質問を行います。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて４

０分とします。 

  高尾靖子議員を指名いたします。 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  御指名を受けましたので、日本共産党の

高尾靖子、一般質問させていただきます。 

  今の政治では、社会保障の削減、介護報

酬、また生活保護の削減など、自治体へ大

きく影響してくる予算となっています。自

治体としては住民生活を守る防波堤になる

ように問われているわけですけれども、私

はその立場から、住民生活を守る立場から

一般質問させていただきます。 

  質問の順に、通告順に質問させていただ

きますので、手短に、わかりやすく御答弁

いただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

  一つ目は、町政運営方針にある問題と、

暮らしと福祉の問題について質問いたしま

す。 

  一つ目は、老人福祉センター豊寿荘の老

朽化で、男子浴槽の漏水があり、追いだき

もできない装置、そういうことでの改修が

今、求められています。高齢化が進むもと

で楽しみであるこういう施設、居場所をき

ちっと整備することが大事なのではないで

しょうか。今、介護保険を使わずに、こう

して元気に福祉センターを利用する方々の

支援として、何としてもきちっと改善をし

ていくべきだと思いますが、その点につい

て御答弁願いたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  老人福祉センター豊寿荘は、昭和６１年

３月に整備されたもので、２９年が経過し

ております。議員御指摘のとおり、男子浴

槽はこれまでいろいろの改修を行ってきて

今日に至っておるわけですけれども、湯面

が３０センチ近く、２４時間で下がるので、

今回はそれなりの調査をしたら大規模な改

修になっていくと思われます。なので、現

時点においては改修は至りませんので、利

用者の方の意見を求めながら、今後このサ

ービスをできるだけ続けたいと検討してお

ります。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  今、皆さんにこの間、説明会をされて、
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２９人が参加されての懇談のようになった

というふうに聞いておりますけれども、や

はり町が提案されている内容については納

得いかれてないいう状況を聞いております。

そういうもとで住民さんのほうからいろい

ろな要望も出されているわけですけれども、

そういうところを細かく相談に応じて納得

いく、そしてお年寄りの方たちが介護保険

を使わずに、今、介護給付金は１億4,００

０万円あります。これは使わずにおられる

方が多い、そういう健康を維持しておられ

る方がますます今後もそういう健康を続け

られるように、そして楽しいひとときを過

ごせる場として、何としてもきちっと要望

に応じて、費用、財政難いうことはよくわ

かってるということもおっしゃっておりま

す。その上でいろいろと、今の入浴回数を

減らさずに、男女平等に利用できるような

体制づくりを今、求めているわけですので、

大改修でお金が要るいうことも含めて、そ

の点、知恵を働かせて利用ができるように

していっていただきたいと思いますが、再

度その点についてお伺いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  議員御指摘のとおり、男子の浴槽は比較

的湯面が下がってしまい、大改修が必要で

あろうと。しかしながら、幸い女子の浴槽

につきましては漏水の程度が軽度でござい

まして、まだ使用が可能と。そういう中で

現状の設備で今提供しておるサービスを可

能な限り避けながら、利用の方の意見も求

めつつ、交代でするとか、そういうふうな

工夫を重ねながら可能な限りこのサービス

を続けてまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  福祉センターいうのは西・東あるわけで

すけれども、やはりこういうことが本当に

福祉センターとしての役割を果たせられる

ように、目的もちゃんと書いてあります。

豊能町立福祉センターは老人に対して各種

の相談に応ずることとともに、健康の増進、

教養の向上及びレクリエーションのための

便宜を供与することを目的とすると、こう

いうことを明記してあります。その点につ

いて、きっちりと対応していっていただき

たいと思います。そして今、介護給付金の

準備金ですけども、それが１億4,０００万

円あるということは、これは使えないと思

いますけれども、財政調整基金も約２０億

円あります。その点で町長は昨年、福祉関

係の団体にタウンミーティングされたと聞

いておりますけれども、こういった問題も

出てきておったと思うんですけれども、そ

の点できちっと対応できるよう、またそう

した住民のサービス、負担を削減しながら

でも積み重ねてきたこの基金を少しでもそ

ういうところに使えるようにしていただき

たいと思うんですけども、町長の答弁をお

願いしたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  御存じのように豊能町は財政状況が大変

厳しい中でございます。そういった中でい

ろいろやっていっているところでございま

すけれども、豊寿荘につきましては今ある

施設を活用しながら、今回、御意見も賜り

ながら、今、検討しているところでござい

まして、大規模な改修というところまでに

はちょっと難しいのかなと。今の施設を活
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用しながら、御意見も賜りながら進めてま

いりたいというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  お金がないって、財政が大変だというの

は、よく利用者の方たちも御存じで、その

ことを踏まえておっしゃってますので、今

後、要望にきちっと丁寧に答えて、納得い

く利用者の方への対応をお願いしたいと思

います。以上、これは強く、利用者の要望

を聞いていただくことを求めて終わります。 

  次に、エスカレーターの更新についてで

すけれども、新年度については予算がとれ

ておりませんが、その進捗状況、町政運営

方針の中では課題があるというふうに書か

れておりますけれども、これをどうクリア

されるのかお伺いしたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  こちらにつきましては、先ほど高尾議員

から話ありましたように、エスカレーター

の新年度にかかる予算計上はしておりませ

ん。これは平成２６年度に委託設計を行っ

た成果では、エスカレーターの立地につい

て課題があるという報告があったため、こ

の課題について現在検討している最中でご

ざいます。来年度につきましては早期に結

論を出して、必要であれば補正予算等のお

願いをすることも視野に入れているところ

でございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  今、検討中ということでその課題をクリ

アしたらきちっと更新をされるということ

と受けとめてよろしいですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  その、今、課題について検証していると

ころですので、その検証を待って判断する

という形になります。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  今、大変、できるかできないかの危機感

が住民の皆さんにもあると思うんですけれ

ども、私のほうでも町長が更新するという

ことを公約に掲げておられる中で、こうい

う問題が出てきたということなので、その

ことをやはり光風台、新光風台の両自治会

に説明をしていかなければならないんじゃ

ないかと思いますが、この点いかがですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  今まだ課題について検証している状況で

ございまして、こちらにつきましては御説

明できるような段階になりましたら御説明

にはしたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  それはいつごろまでに検証が、この新年

度のうちですね。前期か後期かきちっとで

きる時期というのはあるのかどうか。その
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ことでちゃんと説明会をもつということに

なるのか。答弁を求めます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  そちらにつきましては、今現在、検証し

ているところでして、できるだけ早期には

したいと思っておりますけれども、今いつ

という形では、まだ検証中ですのでお答え

はできません。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  平成３１年３月までのメンテナンスがあ

るということですので、それまでに何かが

起こればきちっと、まだ対応できるものと

思うんですけれども、しかし計画としては

平成２７年、平成２８年できちっと進めて

いくということになっておりますので、そ

の計画がおくれるいうことは住民の皆さん、

検討委員会なんかもちゃんともたれて進め

てこられた中ですので、その点きちっと説

明ができる対応を求めるわけですけれども、

その点については検討中で、もうずっとそ

のままいくんじゃなしに、一つ事前にやは

りお伝えしなければならないんじゃないか

と思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  やはりきっちりと検証して、内容がお伝

えできるような状況になってからでないと、

やっぱり説明すべきではないと思っており

ますので、それにつきましては検証して、

内容が伝えられるようになりましたら、ま

た自治会の方ともお話をしながら、どうい

った形にするのかということもまたお話し

しながら考えてまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  検証中ということなので、やはり検証は

明確に時期を定めてやっていただくように

求めておきたいと思います。 

  そして、町長の公約でもありますから、

これは重大な問題だと思っております。だ

からその公約を実現できるかどうかの、大

きな、今、節目だと思っておりますけれど

も、その点について、やはり力強い答弁を

いただきたいと思いますが、課題によって

はできる、やり直すのか、きっちり基礎か

らやり直すのか、もうやらなくなるのか、

どちらかだと思うんですけれども、その点

もう一度お伺いしたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  こちらにつきましては、やはり課題の検

証、これしてからでないと、今の状況では

明確にはお答えできません。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  これ以上質問しても多分出てこないと思

いますので、次に移ります。きちっと対応

はお願いしておきたいと思います。 

  次に、国民健康保険の広域化ということ

が、今、大きな、全国的にも問題になって

おるんですけれども、この本町については

保険税はどのようになっていくのか。値上
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げされていく影響が出てくるのか、その点

についてお伺いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  初めに、国保の都道府県化について少し

説明をさせていただきますが、国の医療保

険制度改革骨子が決定されて、平成３０年

４月から、都道府県が財政運営責任などの

国保運営の中心的な役割、また一方市町村

にも保険料の賦課徴収や資格管理、保険給

付の決定など重要な保険者機能を引き続き

担うとされております。 

  議員の御質問ですけれども、広域化後の

保険税がどうなるかということは、現状で

は非常に判断が難しい。なぜならば、その

額は市町村ごとの医療費水準及び所得水準

を反映するというふうに明記されておりま

して、直ちに私どもが税額を判定するとい

うのが難しいということでございます。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  町の拠出金が多ければ、影響額がやっぱ

り大きくなってくるということを聞いてお

りますけれども、基金はもうなくなってお

りますので、基金をもって今から引き下げ

ていくいうようなこともできないというよ

うな状況だと思うんですけれども、やはり

国保については平成３０年度からというも

のの、今の箕面市では平成３０年度に向け

ての広域化、こうした資料がもう出されて

おります、きっちりと。こういうことも、

先ほどもありましたけれども、早目にやは

り制度の説明をしていって、本当に皆さん

にとってのよい国民健康保険となるのか、

それとも負担がふえるいうことは、介護保

険も今回上げられるような状況にもありま

すし、いろいろな点で負担がふえていく、

そういうことを少しでも負担が軽くなるよ

うなことになる、そういう運動もあれば、

また住民にとっては本当に生活も潤えるわ

けなんですけれども、負担がふえると本当

に生活が苦しくなるばかりです。高齢化し

ているまち、また若い方が住むことについ

ても、やはりそういう影響も出てくる。生

活を守る防波堤となる豊能町でなければな

らないと思うんですけれども、そういう点

でこういう広域化に向けての資料提供、ま

たぜひやっていただきたいと思いますけれ

ども、その点についてお伺いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  先ほど議員御指摘のとおり、制度につい

ての周知というのは早い目に着手したいと

思います。勉強させていただきます。一方

で先ほど申し上げたとおり、保険税が上が

るのか上がらないのかということにつきま

しては、実際のところふたを開けてみなけ

ればわからないと。市町村ごとの医療費水

準及び所得水準を反映するとなった場合に

は、私どもはなかなか判断がしにくいとい

うところなので、そこのところにつきまし

ては御理解を賜りたいと存じます。よろし

くお願いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  これは徴収率を上げるということ、それ

と国保を自治体に任せていくと、そういう

ことでの負担がすごく自治体に押しつけら

れようとしていってる、そういう問題だと
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思いますので、その点十分に、早期にこう

いう周知しながら、少しでも国保料金抑え

られるような状況をやはり把握していくこ

とが大事だと思いますので、その点きちっ

と対応をお願いしたいと思います。 

  次に移ります。 

  次は、中学校給食の民間委託、今の弁当

ですね。デリバリー方式。食べ残しについ

て、今、重要な問題と私は受けとめている

んですけれども、このどこともこういうデ

リバリー方式については、冷たい、また異

物混入とか、そういう問題が多く述べられ

ております。どこの自治体でもデリバリー

方式についてはそういう問題が出ているわ

けなんですけれども、そういう問題を、教

育方針として食育というのは本当に大事だ

し、思春期の体づくりについては本当に一

番大事な時期だと思っておりますので、そ

ういう給食も一つの大きな栄養をとる、そ

ういうものだと思いますので、その点につ

いて今後はどのような指導方針をしていか

れるのかお聞きいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  お答えいたします。 

  中学校での給食は、栄養バランスのとれ

た食事をとることが、おっしゃるとおり、

学力・体力の向上のために必要でございま

す。給食の食べ残しについては重要な問題

と考えております。 

  生徒への、まずは食育の取り組みとして

は、食に関する指導を学年ごとや学級活動、

それから教科活動の中でも取り組み、栄養

士を加えて家庭科の授業とかも行っている

状態です。食育の通信ということで、栄養

士からの発信もさせていただいております。 

  また、委託業者に対しては、メニューそ

れから盛りつけの作業での改善点、異物の

混入がないようにその都度指示をしていっ

ているところでございます。 

  また、リクエストメニュー、こちらのほ

うは今年度１回させていただいて、子供た

ちが食べたいメニューということで組み合

わせて１回実施しておりまして、さらにリ

クエストメニューというのをもうちょっと

定着させていきたいなと思っております。 

  食べ残しが少なくなるよう、メニューの

工夫と、それから安心して食べられるよう

な、異物混入の防止策、これを徹底しても

らうということで、二面のほうで指導を行

ってまいりたいと思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  ５年という長い契約期間ですので、これ

が３年ならばあっという間に、１年、２年、

３年生が終わったら新しくっていうふうに

あるんですけど、５年間ですので、これを

途中契約を解消するいうことは違約金など

が出てくるのかと思うんですけれども、や

はり私は親子方式をずっと求めてきて、小

学校で給食をつくって中学校へ運ぶという、

温かい給食、これが今、高槻市なんかでは

行われてて、すごく生徒さんにも、子供に

も喜ばれているいうことを聞いております。

そういうことを本当は保護者の方も望んで

おられたんですけれども、こういう残渣と

いう、食料、本当に大事な食料ですので、

これを残して本当にどうしていくんだとい

うことを、本当に問題にしていかなければ

ならないと思いますので、子供たちが本当

に安心して、おいしいと、給食は楽しい時

間だということが思えるような、そういう

やっぱり給食体制でないといけないと思う

んですね。やっぱり心の問題もありますし、

そういう点で今後指導等、抜き打ち検査な
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どをきちっとされて、やはりこの契約期間

はどうしてもクリアしないといけないんだ

と思うんですけれども、その点も含めても

う一度御答弁願いたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  お答えいたします。 

  委託の契約期間は５年間と。５年間を前

提でコストを図っているというところでご

ざいまして、特に重大な事故等、給食の提

供が実行困難な場合には契約の中断という

ことは契約書の中にもうたわれていること

でございますが、子どもたちが安心して食

べてもらえる給食ということに努めさせて

いただきたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  子どもたちの成長、安心・安全に食べら

れる給食ということ、完食ができるような

体制をとれるようなこと、改善点ですね、

その点を重々お願いいたしまして、給食の

ほうは終わらせていただきます。 

  次にいきます。 

  今、介護保険、先ほども言いましたけれ

ども、介護保険が第６期の見直しというこ

とで、各全国的にも値上げされるいうよう

な状況が起こっておるんですけれども、そ

の中で豊能町の介護保険制度が今年度で改

正されまして、一部改正されて、要支援

１・２の人のサービスがどうなるんだとい

うことをこれまで質問をしてまいりました

けれども、充実した対策、サービス低下に

ならないサービスがちゃんとできるような

対応が、計画が進められているのかどうか、

その点についてお伺いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  平成２７年度からの３カ年計画でありま

す第６期豊能町高齢者福祉計画及び介護保

険事業計画案では、要支援認定者への対策

として、議員御質問のところでございます

が、このように書かれております。介護予

防・日常生活支援総合事業（以下「総合事

業」という。）は、予防給付のうち訪問介

護・通所介護について、市町村が地域の実

情に応じた取り組みができる地域支援事業

に移行し、既存の介護事業所によるサービ

スに加えて、ＮＰＯ、民間企業、ボランテ

ィアなど地域の多様な主体を活用して高齢

者を支援する事業です。総合事業の実施に

当たっては、地域におけるサービス提供体

制を構築していくため、介護事業所やＮＰ

Ｏなど、提供体制による受け皿を確保して

いくとともに、住民主体による生活支援サ

ービスの継続や充実を図り、高齢者の社会

参加を推進していく必要があります。そこ

で本町では十分な準備移行期間を設け、平

成２９年４月１日の事業開始を予定してい

ますというふうに記述されておりまして、

これに対して私たちは取り組んでいくとこ

ろでございます。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  平成２９年１月おっしゃいました。 

（発言する者あり） 

○１２番（高尾靖子君） 

  ４月。済みません。４月からということ

ですので、時間的にはまだあるわけなんで

すけれども、そうした高齢者が１年ごとに

増加していくと、高齢者の方の人数がふえ
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ていくということですので、本当に介護難

民と言われているような状況が起こってく

る可能性もあると思います。今そういうと

ころでの自治体も大きな悩みの、問題とし

て悩みが出ております。そういうことでの

人数の多いところでのそういう対応が、こ

この体制としてできるのかどうかというと

ころを心配してるわけなんですけれども、

一つ、いろいろな問題、症状を抱えていて

ても、それが認定されない、保険給付の対

象にならないということであれば、やはり

その症状が進んで、結局は家の中で寝たき

りになっていくいうような状況も全国であ

ちこちで生まれている、そういうことが記

事にも出されております。そういうことが

起こらないように、ボランティアの方と言

えども限られた人数だと思いますし、予算

も限られていると思いますので、その点に

ついて、平成２７年度の予算では入ってる

と思うんですけれども、その対象、ボラン

ティアの人数というのはどれぐらいの方な

のか。また、研修はこれからされるという

ことなのかですかね、その点お聞かせ願い

たいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたしますが、ボランティアの人

数というのはこの場合、今の場合でござい

ますが、ボランティアは社会福祉協議会の

ほうで事務をしていただいておるわけです

が、議員御指摘のこの場合のボランティア

というのは、総合事業に対するボランティ

アという意味だと私は理解しておりますの

で、その数字自身は承知しておりませんの

で御了承ください。 

  確かに２年後からの本格事業になります

けれども、この総合事業の移行に向けて私

どもは制度改正後もサービスを引き続き受

けることができるように、その支える力を、

労働の力も含めまして、今年度より行政、

社会福祉協議会、シルバー人材センター

等々実務からなるワーキングを立ち上げて

おりまして、この２年後の本格稼働に向け

て取り組んでおるというところでございま

すので、理解を賜りたいと存じます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  そういう、平成２９年の４月からという

ことでありますけれども、この４月からは

進められていくわけなので、その間の状況

は平成２７年、平成２８年、約２年になる

わけですよね。その間はじゃあどうされる

のか、その点についてお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えになるかどうかはわかりませんけ

れども、平成２７年度予算の中で生活支援

コーディネーターの配置というのを計上し

ておりまして、これは何のためかと申しま

すと、先ほど申し上げたようにある一定の

ボランティアではなくて、行政も社会福祉

協議会もシルバー人材センターもその他の

ＮＰＯも含めて、今後立ち上がっていくの

でしょうけれども、また育成しなければな

らないのでしょうけれども、強固なネット

ワークをつくりまして、その中で地域全体

が支えていくと、そういう方向でしか、ま

た非常に重い課題でございますので、試行

錯誤を繰り返すのかなということで、おし

かりを受けながらも進めてまいりたい、こ

のように感じております。 

  以上です。 
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○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  体制づくりは重要だと思いますので、そ

れは充実させていっていただきたいと思い

ます。その間にこの要支援１・２の方につ

いては、きちっと対応ができるいうことが、

相談に応じる、そういう体制はできつつあ

るのか、その点をお聞きしたいんですけれ

ども。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  この２年間の間に試行錯誤を繰り返しな

がらそういう取り組みを進めてまいりたい

ということなのです。そこのところを御理

解賜りたいということでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  きちっと窓口で相談に応じていくことの

重要さが、やっぱり大切だと思いますので、

その対策についても緻密に描いていただき、

実施に向けて進めてもらいたいと思います。

介護保険を使うような年齢になってきてい

るいうことは、今すごく多いわけですから、

その点について相談にも何も乗れないとい

うことになると悪化していく状況が続くと

いうことになりますので、そういう、今、

本当に健康に過ごせる方がいつまでも続く

ように、そういう対応が今、求められてい

ます。先ほども豊寿荘での利用者の方たち

もそういうことを望んでおられますし、健

康でやはり過ごせるいうことが一番幸せだ

と思いますので、その点についての対応は

しっかりとしていっていただきたいと思い

ます。丁寧にお願いしたいと思います。以

上で求めておきます。 

  その次ですが、今回出ております国家戦

略、総合戦略いうことで、まち・ひと・し

ごとの創生にどう対応するのかということ

で、多少の資料もいただいておりますけど

も、豊能町としての今後の進め方について、

こうしたことについて、やはり人口の減、

また、人、雇用ということですので、その

点についてどういう戦略を進めようとして

おられるのかお聞きしたいと思います。答

弁を求めます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まち・ひと・しごと創生の進め方という

ことでございます。この総合戦略につきま

しては、まず町の人口推計とか地域特性を

調査した人口ビジョン、これをまず最初に

定めるということとされております。その

人口ビジョンを定めまして、その上で戦略

的なものを策定していくと、施策をつくっ

ていくというものでございます。この戦略

をつくりますときには、住民の方はもちろ

んでございますが、産官学金労言といって

おりまして、産業界、行政、それから大学

等の学識経験者、それから金融機関、労働

者、メディア、これらの産官学金労言、こ

れらの方と住民の方とともに構成する組織

で検討を行うようにというような国の方針

も示されておりまして、そこが重要である

というようなことでございます。したがい

まして、本町におきましても来年度でござ

いますが、今申し上げたような関係者で構

成されたそういう推進組織においてその方

向性を具体的に審議、検討してまいって戦

略として策定してまいりたいと思っており

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 
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○１２番（高尾靖子君） 

  そういう組織をつくって進めていくとい

うことで、本当に緻密に構成したいうこと

だと思うんですけれども、そういうまちづ

くりについて、今本当に豊能町の将来がど

うなるかということは、住民も不安を感じ

ております。その点について今の組織構成

ということですので、ぜひ充実したまちづ

くりの戦略として、また国のこの予算をし

っかりと使えるように進めていっていただ

きたいと思います。これは金融機関との密

着というか、そういうことも言われており

ますけれども、借金をしなさいと言うてい

るのかどうかわかりませんけども、その点

について、とにかくまちづくりをしていく

いうことが今重要だと思います。その点に

ついてまた決まりましたら議会への報告も

お願いしたいと思います。 

  次にいきます。 

  次については、まちづくり、今言いまし

たですけども、この点については空き家対

策も先ほども出ておりましたので、また

個々に質問していきたいと思います。 

  次にいきたいと思います。 

  今後、可燃、不燃ごみは有料化というこ

とを平成２８年度検討されておりますけれ

ども、本当にそういう実情があるのかどう

か、まずお伺いしたい、答弁願いたいと思

います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  今現在、ごみの量なんですけども、直近

のデータで言いますと、例えば可燃ごみの

排出量が昨年度より今年度が増加傾向にあ

る状況があります。また、議会での御意見

でも、ごみの有料化を住民の皆様がごみの

量を減量できないということを理由にする

のはおかしいということで御指摘もいただ

いたところでもございまして、これらの状

況も鑑みまして、ごみの量の減量化とごみ

の有料化はリンクさせないことにいたしま

した。したがいまして、ごみの有料化の実

施につきましては、財政の健全化及び受益

者負担の考えから実施するものということ

で、平成２８年度からの有料化を考えてお

ります。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  以上で、日本共産党の一般質問を終わり

ます。 

  この際、暫時休憩いたします。 

  再開は、午前１１時５分といたします。 

（午前１０時５３分 休憩） 

（午前１１時０５分 再開） 

○議長（竹谷 勝君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、日本維新の会の一般質問を行いま

す。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて８

０分とします。 

  小寺正人議員を指名いたします。 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  日本維新の会の小寺でございます。 

  日本は今、大きな変革の時期にあります。

現在、大阪においては松井大阪府知事と橋

下大阪市長がともに手をとり合って協力し、

同じ方向性を持って大阪の政治を前へ、前

へと力強く推し進めています。つまり知事

と市長、二人が協力し合って、疑似的では

ありますが、ワン大阪行政を推進している

ということになります。これを一人の知事

でワン大阪行政を進めたいと、こういうの

が大阪都構想であります。変化はとめるこ

とができない。ドラッカーの言葉にありま
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す。私は大阪都構想は歴史的偉業であると

考えています。大阪都構想は豊能町にどの

ような具体的利害得失を持っていると考え

ておられるのか、町長の所見をお尋ねいた

します。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  豊能町にとって与える利害得失というこ

とでいうと、なかなか、今の現状では判断

するのは難しいのではないかと思っており

ます。 

  ただ、一般的な考え方でしますと、長所

といたしましては府と市の重複施策や事業

は解消される、二重行政の解消。また、広

域行政の効率がある面では向上する。もし

くは特別区が最小効率規模に近づいて、基

礎行政の効率が向上することが考え得ると。 

  また、短所といたしましては、再編コス

ト、庁舎の建設等、システム開発等の改修

にコストがかかると。また、各行政区の財

政力に格差が生じるため、行政水準にばら

つきが出るのではないかと。あとは府内基

礎自治体が４３から５０程度に増加するこ

とで、府内全体の行政効率が悪くなる可能

性があると、施策の整合性もとりにくくな

るといったことが考えられるのではないか

というふうに考えております。 

  いずれにいたしましても、大阪都構想の

実現によって、現段階ではその情報の、今

の現段階でしたら周辺市町村にどのような

影響があるかということについてはちょっ

とわからないのではないかというふうに思

っています。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  私がお聞きしたのは大阪市の得失ではな

く、豊能町がどのような得失を持ってるか

ということをお聞きしたわけでありまして、

基本的に大阪市が大阪の利益を閉じ込めた

ような形で、地下鉄であれ大阪市外から出

ないと。大阪をもっと広域に考えていくほ

うがいいのではないかと。そうすると、そ

のお金は周辺の市町村に及ぶと、私はプラ

スになると、当然プラスになることやと思

います。 

  それでは、豊能町にとって水道の一元化

というのはどのような利害得失を持ってい

ると認識されているか、ちょっとお聞きし

たいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  高上下水道部長。 

○上下水道部長（高 秀雄君） 

  お答えいたします。 

  まず、都構想の関係で、豊能町にどのよ

うな利害があるかということですけども、

まず初めに大阪広域水道企業団と大阪市の

事業統合ということを、平成２５年度に検

討してまいりました。その中で、平成２５

年５月２４日、大阪市議会本会議において、

統合関連の議案が否決されました。６月１

９日には大阪市の戦略会議において統合案

と大阪市議会における意見の隔たりが大き

いということで、大阪市が企業団と統合協

議を一時中断するというような方向づけが

決まりました。それを受けて、企業団とし

ては、企業団の全体調整会議というのがご

ざいますけども、その中において企業団と

大阪市との統合は一旦中止する。また、企

業団と大阪市水道事業統合検討委員会は解

散するというようなことが決定されました。

それから以後、大阪市との協議は全てとま

っているというような状況でございます。 
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  また、都構想における大阪市水道事業と

企業団との統合については、それ以後情報

はございませんけども、大阪市の水道事業

については民営化の方向で進められるとい

うように聞いております。それを今後豊能

町がどのような影響があるかというのは、

今のところ何もわからないなというような

状況で、情報収集には努めてまいりますけ

れども、今のところ大阪市の動きも、余り、

民営化の情報も入ってこないというような

ことで思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  これからの自治体経営にとって、広域化、

共同化、民営化、これを必ず検討事項に入

れると、これが望ましいというふうに国は

考えていると。必ず、公だけがやるのは、

それはそれでいい場合もあるのかもしれな

いけれど、とりあえず広域化を、そして共

同化を、そして民営化を考えてみるという

ことがこれからは必要になると、こういう

ふうに私は総務省で聞いてまいりました。 

  それで、東京消防庁、これを模した大阪

消防庁構想というのもあるやに聞いており

ますが、これはどのようなものと認識され

ておられますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  高田消防長。 

○消防長（高田龍二君） 

  お答えいたします。 

  大阪消防庁構想とは、府域の消防力を上

げる手法の一つであると。新たな制度の実

現の上で、大規模な災害に的確に対応でき

るような新たな大都市にふさわしい消防の

姿であるというふうに聞き及んでおります。 

  現行の法律では、消防組織法第６条で市

町村の消防責任というふうに規定をされて

おります。このことから、消防の一元化構

想の手法としては、東京消防庁のような委

託方式が考えられるのではないかというふ

うに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  今、東京消防庁は一つ受け皿、監督責任

者がいないんですかね。とにかく東京消防

庁というところをつくって、そこにみんな

が委託をしてると、そういう状況でしょう

か。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  高田消防長。 

○消防長（高田龍二君） 

  現在の東京消防庁の方式は、東京都に近

隣の市町村が事務委託をされておりまして、

その管理責任については都知事がされてい

るということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  大阪でも小さな町村が、何か大きな市に

業務を委託してると、そういうことも聞い

ておりますが、とにかく広域化。 

（発言する者あり） 

○８番（小寺正人君） 

  注意してください。 

（発言する者あり） 

○８番（小寺正人君） 

  消防庁構想というのもこれからは議題に

なってくると思いますが、豊能町にとって

きっとこれはプラスに働くのではないかと

私たちは思っています。 

  それから地下鉄３路線、これを新規３路
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線を新規決定しました。大阪モノレールも

延伸を決定しました。特にその中で北大阪

急行、千里中央駅から仮称ですがかやの中

央駅ですかね、まで延伸することが決定し

ましたと。豊能町にとってこの延伸、かや

の中央まで延びてくる地下鉄延伸はどのよ

うな影響があると認識されていますか。町

長の所見をお伺いしたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  北大阪急行の延伸は、町を含む広域的な

公共交通機関のネットワークの改編と、町

内外の双方向の広域的な移動の多様性と時

間の短縮は生み出すのではないかとは思っ

ております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  時間の短縮をもたらすだけですか。ほか

にもたらすものはないでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  やはり今までバスで行っていたところが、

今、２駅延長されるということで、バスか

ら電車になるということで、そういう意味

で時間の短縮が行われるというふうに思っ

ておりまして、そういう意味では時間の短

縮という意味では、豊能町内の都心へのア

クセスの時間が短くなる、イコール魅力も

若干は上がるのではないかと思っておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  大阪都構想、ワン大阪の是非を問う住民

投票が５月１７日に実施されるようであり

ます。住民の意思を問う住民投票は大阪市

民だけで、我々には関係ないと、こう考え

ている人も結構多いように感じるわけです。

大阪都構想は大阪府民にとっても重大な関

心事であるわけです。大阪府民も意思表示

をしたいという人たちも大勢おられると。

例えばそういう大阪府民の声、例えば豊能

町の住民が何らかの方法で大阪都構想は賛

成ですよと思っていても、意思表示する場

があるのかないのかお尋ねします。 

（発言する者あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。答えられますか。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  今回の、大阪市を廃止、解体して五つの

特別区に再編する大阪都構想の制度案につ

いての住民投票については、投票ができる

のは大阪市内在住の二十歳以上の日本国民

に限られておると。また、住民投票という

手法で大阪都構想の是非を問うという意味

では、豊能町の住民が意思表示する機会は、

直接的にはないのではないかと思っており

ます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  直接的には、消滅する大阪市、この市民

が投票する権利を持っているということで

ありますけれど、その利益は多分周辺の市

町村が受けるということでありますので、

要するにプラスの面が多い市町村、これら
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が反対してるというところは多分ないと思

うんです。我々もたくさん市町村を回らせ

ていただきまして、１５ほど。市長にもお

会いしましたし、町長にもお会いしました。

そのときにほとんどの方は賛成であるとい

う意向でございました。そうすると、その

賛成の人が声を上げたほうがいいのではな

いかと思うんですね。町長は町村会の会員

というか一員でもあるわけですから、町村

会の中で賛成だという意思表示をされたら

どうでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  今回の争点というのは、大阪市を解体し

て五つの特別区に再編するということにつ

いて住民投票ということでございますので、

今、私がこのことについて是非をお答えす

るような立場ではないのではないかという

ふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  ぜひ、豊能町の利益のために、町村会挙

げて賛成であるという意思表示をされるこ

とを期待します。 

  次に移ります。 

  昨年、豊能町が自治体クラウド、これを

採用することを決定いたしました。多くの

自治体、経費削減を一番の目的にして自治

体のクラウド化を図っておるわけです。ネ

ットワークの向こう側にあるサーバにアプ

リケーションソフトが存在して、ブラウザ

を介してそのサービスを受け取るというの

がクラウドサービスであるはずです。クラ

ウド化されれば、システム改修費は原則不

要になるはずですよね。間違いないですよ

ね。ところが、平成２７年度予算の中に多

額のシステム改修費が計上されていると。

これはなぜ計上されているのか、ちょっと

教えていただけますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  平成２７年度当初予算のシステム改修費

というようなことでございますけども、

我々、先ほどおっしゃった、昨年１０月の

クラウドの導入とかおっしゃっていたのは

住基システムということでございまして、

それ以外にもたくさんのシステムを持って

おりまして、そのシステムの改修が必要に

なるというようなことで、クラウドをまだ

導入していないものについてシステム改修

が必要であると。当然、今おっしゃったと

おり、去年導入しました住基システムのク

ラウド化についてのシステム改修費は発生

しないものと考えております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  そうしますと、その住基システム以外は

クラウド化はしていないと、クライアント

サーバ方式を依然として続けていると、こ

ういうことになるわけですね。そうすると、

昨日、健全化推進プランの中で費用削減効

果をどうも見込んでいないようなプランに

なっているから、５％の削減かな、たしか

なってたので、私も合点がいかないなとず

っと思ってたわけです。これでは何のため

にクラウド化してるのかちょっとわからん

なと、私自身は思うわけです。私も２月１

７日でしたか、ぜひやりたいという自治体

の首長さんにお会いしてきました。１億円

ばかり年間かかっていると。これを何とか4,
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０００万円を捻出したいと。それをこうい

う事業に充てたいんだと、それにとってこ

の４月からそれを行いたいという話でした。

それで、それをやる人材が必要なんですよ

ね。私はかねてからＣＩＯの方を招聘して

やったらどうかと、ずっと提案してきまし

た。その首長さんからも、その人をぜひ紹

介してほしいと言われて、４月に何とか調

整してお会いしましょうと合意をとったと

ころでございますけれども、何としてもそ

のクラウド化をなし遂げるのは、一も二も

なく経費削減のためにやるのであって、今

回のその住基システムだけですよというの

はちょっと合点がいかないなと。 

  それから、クラウド化その採用に当たっ

て、豊能町は入札を行ったんですかね。そ

れとも随意契約でこれを行ったんですか。

どちらですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まず、住基システムだけというのは合点

がいかんというようなお話でございます。

図書館のシステムにつきましてクラウドを

導入しておりまして、私どもクラウドを排

除しているわけではございませんでして、

そういう機器の切りかえのときにはクラウ

ドもクラウド以外も全てを比較して競争入

札の上やってきたというようなこともござ

いますし、今、今回の住基システムの入れ

かえに際して入札していないのかというこ

とにつきましては、データの移行費用、こ

れが発生するというようなことで、多額の

費用がかかることとか、そのシステムの更

新で職員の負担が大きいようなこと、それ

らを考慮しまして、今、ベンダーを変更す

るということはしませんで、随意契約で同

じベンダーと契約をしたというようなこと

で、それにつきましては共同クラウドでは

なくて単独クラウドで変更させていただい

たというところでございます。 

  今後につきましても、クラウドを排除す

ることなく、クラウドであってもクラウド

でなくても経費の削減につながるもの、こ

れについて検討してまいりたいというふう

に思っております。 

  それからもう１点、申しわけございませ

ん。先ほど、システム改修費についてクラ

ウドを導入後発生しないと申し上げました

のは、軽微なシステム改修のことでござい

まして、法改正等がございましたときには

システムの改修は必要であると、その経費

は発生するということでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  どうも、そのデータ移行費がかかる、そ

れからカスタマイズの問題があるいうこと

で随意契約をしたと、こういうことですよ

ね。我々が、当然クラウドシステムを乗っ

けたんだから、何ぼ悪くても二、三十％の

削減ができるだろうと、こういうふうに思

っていましたが、この健全化推進プランの

中で５％、何かもうスズメの涙のような削

減だったから、どうもおかしいなと、今初

めて随意契約でしたということで、それは

それで合点いたしましたが、クラウド化、

要するに広域化、共同化、これを行えば必

ず削減できるんですよ。奈良県のところで

は５６％削減したと言っているわけやから

必ずできるはずです。ここで資金を生み出

して、財源を生み出して、町長が今なさろ

うとしている１８歳まで医療費、入院と通

院無料化とか、そういうふうに持っていか

なければ、この財政は絶対もたないと思い

ますよね。とにかくその人の問題を何とか

やらなければ僕はいかんのではないかとず
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っと思ってるんだけどね。一度、その首長

さんのことはどなたのことか多分もう御存

じやと思いますので、この人が推進すると、

もう４月からやると、人員を１人つけると、

そしてＣＩＯさんを外部から招聘するとは

っきり申し上げているので、もし町村会の

人がその合意点が見つからないなら単独で

もやると、このように決意を述べはって、4,

０００万円を何とか捻出して、今、町長が

１８歳と言っているところを２２歳までや

りたいと、このように申しておられました。 

  とにかく、これを推進したら必ず財源生

まれるはずなので、それを推進できるＣＩ

Ｏさんに一回お話をしてみることを勧めま

す。豊能町に何も弊害はないはずです。ぜ

ひそういうことでお願いしたいと思います。 

  次に行きます。 

（発言する者あり） 

○８番（小寺正人君） 

  次に、５年後の豊能町の教育ということ

を教育長にお伺いしたいと思います。５年

後の豊能町の小学生、中学生の生徒の推移

はどのようになっていると推計されており

ますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  お答えいたします。 

  ５年後、平成３１年度で想定をさせてい

ただいておりまして、豊能町全体で小学生

が５３９人、中学生が８９９人でございま

す。 

（発言する者あり） 

○教育次長（今中泰行君） 

  訂正いたします。中学生３６０人で、合

計８９９人でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  そうしますと、中学校が二つの小学校が

四つだから、六つの学校で３６０人と。 

（発言する者あり） 

○８番（小寺正人君） 

  ８９９人、そういうことになるわけです

よね。そうすると、国が何かこの前示して

ましたよね。小学生は１学年二、三が望ま

しいと。中学校は三、四が望ましい。これ

間違いありませんか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  お答えいたします。 

  数値については国から手引きが出ており

まして、おっしゃいましたとおり、内容で

ございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  そうしますと、学校の統廃合をここで進

めなさい、国も言ってるみたいですけど、

進めなさいということですから、統廃合を

当然考えておられるわけですよね。どうで

すか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  お答えいたします。 

  少子化によって子どもが減少する中、お

っしゃいますように教育の質の向上、環境

の充実を図っていくことが本町の重要な課

題であると考えております。平成２７年度

の臨時事業で、今、御提案させていただい

ているところですが、小中一貫教育等の充

実検討事業、この事業において検討会を設

置いたしまして、今後の教育課程、教育環
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境等について検討を進めてまいることとし

ておりまして、それに先立って、本年度教

育委員会では教育委員さんが小中学校教育

と幼児教育、保育との連携も視野に入れた

今後の教育環境等のありようについて、課

題について議論を尽くしてまいっておると

ころでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  具体的にその統廃合も議題の中に入って

るとは思うんですけど、当然統廃合される

と公共施設が余ってくるという問題も当然

発生すると思うんですけれど、この余って

くる公共施設を使って教育特区、特に公設

民営学校、これを行うというか、誘致する

というか、こういう考えはどうでしょうか。

持っておられるでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  お答えいたします。 

  公設民営、この考え方は株式会社立学校

ということを想定してお答えさせていただ

きたいと思いますが、保護者が特色を生か

した学校を選択できるという点もございま

すが、義務教育それから高等学校の公設民

営、これ豊能町では施設を維持することが

難しい、公立で維持しないといけません。

公共性、安定性、継続性等が確保できるか

という点ではなかなかなじまないと考えて

おります。公設民営よりも私立学校の選択

肢が考えられるなということで思っており

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  私立学校の誘致を考えていると、そうい

うことですかね。 

（発言する者あり） 

○８番（小寺正人君） 

  考えられる。私は私立学校の高等学校の

誘致を考えたらどうかと、このように思っ

ているわけですけど、可能かどうか、ちょ

っと所見をお伺いしたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  お答えいたします。 

  町としましては私立高等学校を誘致する、

このことに関して学校の設備もあるんです

けども、イニシャルコスト、これはどう負

担するか、これは大きな課題だと思ってお

ります。現状、町内の生徒の高等学校への

進学、これについては交通手段として交通

費が高くつくというデメリットがあるとは

思っております。 

（発言する者あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁。 

○教育次長（今中泰行君） 

  申しわけございません。回答、最後のと

ころが訂正させていただきます。 

  イニシャルコストについて、どう負担す

るかなどの課題は残りますが、私立学校の

誘致は有益と考えております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  とにかく公営というか、公立の学校であ

る限り、都道府県の境界を越えては原則来

れない。川西から来ることができない。大

阪だけから来るというような話になるし、

義務教育のところでいけば、市町村の枠を

こえられないと。よその市町から来ること

もできない。この枠を外すために、とにか
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く私立という選択肢をとって、川西から来

てもらう。猪名川からも来てもらう。そこ

の京都の亀岡からも来てもらうと。そうい

うような、お隣の、当然箕面市からも来て

もらえるような、そういう方向性を出して

いかないと、豊能町の、どんどん少なくな

る生徒数でもってそれを運営することはも

う不可能と私は思いますが、教育長どうで

しょう。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  お答え申し上げます。 

  私立高等学校の誘致ということのお勧め

なんですけども、この利害とか得失等々に

ついて十分に検討しているわけではありま

せん。しかしながら、将来構想として用地

が確保できる、それから先ほど次長が答弁

したように、イニシャルコスト、インフラ

をどうするかということがありますので、

そういったことは検討しなくちゃいけない

んですけれども、教育委員会とすると、実

は池田北高校がもうなくなるということが

あります。そういうようなことで、中学卒

業生の選択肢が狭まっているという状況は、

これは看過できないと思っておりまして、

そういう意味では、可能であれば私立高校

が用地が確保できれば、来てくれれば大変

ありがたいことだと思っています。 

  さらには、私どもは保幼小中の連携した

一貫教育を進めたいと思っておりますので、

そういう意味で保幼小中そして高校の全体

が町として特色ある連携した教育というも

のをできれば、それはそれで大変必要なこ

とではないかなというふうに考えています。 

○議長（竹谷 勝君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  幸い、大阪府は私立学校に通う生徒さん

に授業料を免除してるんですよね。そうす

ると、豊能町は大阪府ですから、大阪府に

ある高等学校、私立の高等学校であり、そ

れから親子ともに、保護者と生徒ともに大

阪府に住んでいれば、私立の学校の学費が

免除されると、そういう制度があるんです

よね。これ事実ですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  現行では免除されております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  そうすると、立派な高等学校、私立の学

校が来てもらえると、誘致できるというこ

とは、豊能町にとってよき循環を生み出す

可能性があると、そういうことですわな。

そこに入れば、豊能町に住んでいただけれ

ば授業料は免除される。そういう人もふえ

る。それから能勢電を逆向きに入ってもら

えると、そういうことですので、ぜひとも

私立の高等学校、教育特区制度を使ってや

ってみていただく、検討していただくわけ

にはいきませんか。教育長。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  私立学校の誘致、高等学校の誘致は特区

を使わなくても可能だと思いますので、そ

れで将来的に小学校がどうなっていくかと

いうようなことなども来年度あたり検討し

ていきたいと思いますので、そういう過程

で用地が確保できる。あるいは今、少子化

でございますので、私立高校の法人の経営

者がどういうふうに考えるかというような



 

 2－30 

こともありまして、しかしながら、議員の

おっしゃるように、用地を有効に活用する

というような観点から、私立高校の法人に

対してそういった誘いをかけるといいます

か、来てくれないか頼むとか、そういうよ

うなことは重要な取り組みだと考えており

まして、今後、来年度、小中学校、幼稚園

をどのようにしていくかというようなこと

を検討してまいりたいと思いますが、そう

いう中で次の話としてそういった話題も町

とともに検討していきたいものだと思って

おります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  ぜひとも、よき循環をつくり出す。学校

というのは必ず入学あって卒業式があって、

毎年同じ循環を起こしているので、この環

の中に引っ張り込むと、そういう施策をと

っていただきたいと思います。 

  以上で私の質問は終わります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  この際、暫時休憩をいたします。 

  再開は午後１時といたします。 

（午前１１時４５分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（竹谷 勝君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、野村剛志議員を指名いたします。 

  野村剛志議員。 

○１番（野村剛志君） 

  こんにちは。 

  日本維新の会、野村剛志でございます。 

  ただいま、議長より御指名をいただきま

した。通告に従って質問をさせていただき

ますので、答弁は目の覚めるような答弁で

お願いをいたします。 

  まず、平成２７年度町政運営方針全体か

ら御質問をさせていただきます。 

  現状を踏まえて、予算編成方針において

人口の減少及び少子化に対する施策、教育

の充実、子育て支援に係る施策、地域防災

力の向上に係る施策に重点を置かれた理由

について、確認を含め詳細を伺います。 

  まず、この三つの柱として挙げられたも

のに対する思いを町長からお伺いしたいと

思います。よろしくお願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  まず、この三つにつきましてですけれど

も、本町の抱える課題につきましては人口

減少と少子高齢化でございます。そういっ

たことから、人口の減少及び少子化に対応

する施策、一つ目の柱。また、教育の充実、

子育て支援に係る施策、こういったことに

つきましては、人口を呼び戻すこと、また

人口減少に資するということで、この二つ

の柱を挙げさせていただいたところでござ

います。 

  また、近年の異常気象と甚大な土砂災害

を鑑みて、自助・共助による防災体制の整

備も大きな課題と認識しており、三つ目の

地域防災力の向上に係る施策にも重点を置

いたということで、本年度の予算はこの三

つに重点を置いた予算ということでしてお

ります。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  野村剛志議員。 

○１番（野村剛志君） 

  今、町長のこの三つ、重点に置きますと

いうところについての御答弁をいただいた

わけですが、人口減少及び少子化に対応す

る施策の中で、呼び戻すとかそういったと

ころをおっしゃられたんですけど、日本全
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体が人口減少となると言っているんですよ。

これを、要は減っていく中で、その中でふ

やそうというのに呼び戻そうとしてるんで

すよ。何で豊能町において実は人口が減っ

ているのか、流出しているのかというとこ

ろのこの現状認識が、私は甘いのではない

かと思います。要するに町の魅力、この町

で政策をしていくに当たって不便であって、

よその地にその利があるからそこへ出てる

んですよね。子どもが減っていくのも、こ

こで産んでいくことに対して、非常に将来

に対する不安があって、この豊能町におい

て出産をして子育てをするということをだ

んだんなくなっているのじゃないのかとい

うふうに思うんです。ですから現状を踏ま

えて、その施策として、呼び戻す施策とい

うのは少し違うように思いますが、いかが

ですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  まず、人口が流出している大きな要因と

いたしましては、一つはやはり就職等で、

社会に出て就職をした、そのタイミングで

出られるということが比較的多いというふ

うに認識しております。そういったことか

ら、就職で出ていかれた方がまた結婚され

て子育てをする際には、ぜひ豊能町に帰っ

てきていただきたいという思いから、呼び

戻すというような表現にはなったんですけ

れども、この呼び戻すという表現の中には、

当然これまで豊能町に住んでおられて、豊

能町のよさ、こういったこともよく御存じ

の方が就職を機に転出されているというこ

ともございますので、そういった方に結婚

を機に戻ってきていただきたいという思い

がございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  野村剛志議員。 

○１番（野村剛志君） 

  時間も４０分と限られた中で質問します

ので、このあたりについてはまた後の質問

の中でかえさせていただきます。 

  二つ目に、政府が昨年末、日本の人口の

現状と将来の姿を示し、今後目指すべき将

来の方向を提示しました。まち・ひと・し

ごと創生総合戦略が取りまとめられ、それ

を地方版として町は推進するとありますが、

これは仕事と人の好循環を生み出すことで、

それを支えるまちの活性化を基本的な考え

方としています。豊能町に当てはまるもの

なのかどうか、このあたり町長のお考えを

お聞きします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  もともとこの考え方は、東京に一極集中

をした、それによって、先ほどの話と同じ

ように若者が職を求めて一極集中したと。

そこで初めて就職されると、当然初任給も

安い。また住むに当たっても集中して住ん

でおられるので家賃も高いということで、

結局晩婚化していって、結婚されても大き

な家を持つには地価が高いということで、

大きな、子どもも抑えてしまうということ

は、全体的に日本全国の少子化ということ

で人口が減っているということを生んでい

るということで、もともとこの地方戦略、

東京から地方へ人を持っていこうというよ

うなことが大きな流れであると私は認識し

ております。 

  その中で豊能町にあっては、私は都市で

この問題、人口減少は都市が生んだ問題だ
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と思っております。ということは、この問

題は都市で解決すべき問題だとも私は思っ

ております。そうしますと、この大阪府で

考えた場合に、まさに豊能町から若い方が

出ていかれていると。次には、また大阪市

内で働いている若い方をこちらに呼び戻す、

もしくは新たに来ていただくことによりま

して大きな家に住んでいただける。人と仕

事の好循環というのもあったんですけれど

も、仕事については地方で言うと職場はな

いので、そこで仕事場をつくって、それか

ら東京から人を呼び戻す。でもここの立地

から考えた場合、大阪の場合は我々豊能町

からですと十分通勤できるということでご

ざいますので、一つは若い人、要はこちら

に来ていただいて、ゆったりとした大きな

家で働きながら子どもを産んでいただくと

いうようなことが一つ考えられるのではな

いかというふうに思っておりまして、そう

いった視点からも、豊能町においてはベッ

ドタウン型的な考え方ということも一つの

大きな考え方の柱にはなるのではないかと

いうふうに思っております。ですので、こ

の地方戦略、これについては当然ながら豊

能町にも一定人口をふやすと、要は子ども

をたくさん産んでいただくという意味でふ

やすということには、豊能町は大きく資す

る可能性はあるかと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  野村剛志議員。 

○１番（野村剛志君） 

  私はこの問題、特に今ある日本の人口の

現状とこの位置関係ですね。町長は今、都

市の問題だというふうにおっしゃいます。

それって違うと思うんですね。主体はあく

まで町、私たちはやっぱり町は町で考える

べきと思っています。都市の責任とかそう

いうことではなくて、都市は都市の事情が

あってやってます。だから邂逅しておるわ

けですよね。仕事が都心部にあって、豊能

町をまたベッドタウン化というと同じ繰り

返しをやります。私はそうではなくて、自

主自立したこの豊能町が大事だと思ってい

ます。ですから人と仕事ですね、この好循

環というところは、やっぱり仕事をより豊

能町に近づけて持ってこないといけないと

いうふうにはっきり思います。 

（発言する者あり） 

○１番（野村剛志君） 

  無理かどうか、やらんとわからんわけで

すよ。要するに状況を、誰かのせいではな

く、みずから能動的に取り組んで、その是

正をしていくということが大事やと思いま

す。 

  次、行きます。 

  三つ目ですね。第４次豊能町総合計画が

目指すまちの将来像ということで、最後の

ページでしたかな。「人とみどりが輝くま

ち とよの」について、平成２７年度町政

運営方針がそれを達するにふさわしい内容

となっているか、このあたりについてお伺

いをさせていただきます。 

  これ、「人とみどりが輝くまち とよ

の」とありますが、これは果たしてこの豊

能町の本当の目標としてふさわしいとお考

えですか。お伺いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  こちらは総合計画の中でも掲げている一

つの大きな目標でございまして、「人とみ

どりが輝くまち とよの」というのは目標

にすべきものだと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 
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  野村剛志議員。 

○１番（野村剛志君） 

  ふさわしいと思っておられる。なるほど、

本当に豊能町というのは緑が多くて、この

緑というものを生かす必要があると思いま

す。でも、今、豊能町の予算の中で、果た

して農林関係にどのぐらいの予算を割いて

おられるんでしょうか。実際、基金が今、

３０億円を切ったあたりですか。この中で

約５億円ぐらいの基金を毎年、基本的には、

平均すると取り崩すような形となっていま

すが、この中で果たしてその緑というとこ

ろが生かされているのかどうか。このあた

り非常に疑問に思うところであります。本

当に人と緑がかみ合って、この基金取り崩

しがなく、自主自立した町の財政運営でき

るかどうかというところに対して、非常に

疑問に思っております。 

  具体的に、この緑に対する町の取り組み

について、町長は何をされておられるのか

御質問させていただきます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  こちらにつきましては、御存じのように

豊能町は緑豊富なまちでございます。そう

いったまちで、そういう中で、こういう自

然環境の中で人も輝いていくというような

ことで、「人とみどりが輝くまち」という

認識をしておりまして、緑につきましては、

例えば森林整備事業補助金でありますとか、

なら枯れ被害防除事業、こういったことに

は費用は出しているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  野村剛志議員。 

○１番（野村剛志君） 

  なら枯れとか今おっしゃいました。補助

事業とかっておっしゃいました。でもそれ

って補助事業ばっかりですね。町としての

自主性というのが見られないのです。町の、

例えば材木を、今、価格も、４０年一生懸

命育てて１本切り出して、出しても1,００

０円になるかならないかというような現状

です。こういったものが、例えばより価値

のあるものに変わるような施策とか、お考

えないでしょうか。あるいはシイタケとか

そういったもの、あるいは広葉樹も利用で

きる。あと人を集めることのできる材料や

と私は思うわけです。 

  時間もありませんので、のちのちの質問

の中でまたそのあたりお伺いをしてまいり

ます。 

  まちづくりの基本交通計画、道路交通計

画、これが本来、豊能町行政の一番すべき

ことで、これがまちづくりの基本となって

いると思います。これについてお伺いをし

ます。 

  町内に２本の国道が、今、東地区には国

道４２３号線、西地区に国道４７７号線が

それぞれに通っています。この道路、役割

として４７７号線と４２３号線についての

位置づけ、このあたりについて担当部長の

ほうへお伺いしたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  国道４２３号線と４７７号線は、阪神地

区と京都中部を結ぶ重要な幹線道路として

利用されております。現在では、京都縦貫

道路と箕面グリーンロード、阪神高速道路

などと結節する重要な国道となっておりま

す。国道４２３号線の一部は大阪府におい

て災害時における緊急物資や救助隊を受け
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入れる広域緊急交通路の重点１４路線の１

路線として指定されているところでござい

ます。 

  両国道とも、一部の区間が狭隘な幅員や

カーブの連続等により大型車のすれ違いが

困難な箇所も多々あり、また、土砂の崩落、

それとか降雪、交通事故等により通行不能

になることもしばしば起こっております。

大阪府においては国道４２３号線は道路拡

幅や道路防災対策を中心に進めていただい

ているところでございます。４７７号線に

おいても、町域の拡幅工事は計画的に進め

られているものの、光風台から一の鳥居に

ついては兵庫県の管轄となることから、国

道４７７号線改修促進期成同盟会や大阪府

を通じて道路の拡幅や線形改良を兵庫県に

対して要望しているところでございます。 

  それから、平成２９年３月には新名神高

速道路の供用開始が予定されており、両国

道とも今後飛躍的な交通量の増加が見込ま

れ、町の利便性向上や地域振興のための大

きな期待を寄せているところでございます。

こうした状況を鑑み、両国道の整備が早期

に実施されるよう、今後とも各方面への要

望活動を続けてまいりたいと考えておりま

す。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  野村剛志議員。 

○１番（野村剛志君） 

  ４７７号線そして４２３号線、このあた

りは特に防災に関しても重要な道路、これ

の交通利便が上がるということは、豊能町

にとっても非常に有効な施策となろうかと。

今、原課、原部においては大阪府への引き

続きの要望をされているというところ。ま

た、府県をまたぐ４７７号線については兵

庫県ですから、このあたりについてもしっ

かり要望を努めてもらいたい。 

  これ賛成・反対とか、またいろいろな問

題も勃発するわけですが、基本的には町全

体の、あるいは大阪府の全体最適を考えて、

やはりこれは政治決断をしていくときがこ

ようかと思っております。そのあたりにつ

いてはしっかり町長がリーダーシップを発

揮して、そのあたりは推し進めてもらいた

いと思います。 

  先ほども申しましたが、豊能町、人口が

減っています。この交通利便性を挙げると、

例えば兵庫そしてこの豊能町との交通、そ

れと人の流れが変わって、経済もまた波及

して変わるわけでございます。この道路交

通網というものについては第一優先として

しっかり取り組んでもらいたいところです。

原部部長におかれては、この３月いっぱい

をもって御退職をされるんですが、このあ

たりはしっかり次の部長、原課のほうに引

き継ぎをいただいて取り組んでいただきた

いと思うところです。 

  次に。 

（発言する者あり） 

○１番（野村剛志君） 

  町のことは町が一番大事なんです。 

（発言する者あり） 

○１番（野村剛志君） 

  ２番、ときわ台駅前の再開発を含め、東

ときわ台経由、箕面森町、さらには千里中

央のバス路線と道路の再整備についてお伺

いをいたします。 

  今、４年をかけてときわ台の駅前の開発、

それと道路交通網を整備なされようとして

いるところですが、このあたりの現状につ

いて御質問させていただきます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  ときわ台駅及び周辺整備につきましては、
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本年度予算をお認めいただきまして、その

整備方針といいますか、構想を策定するこ

とといたしておりまして、ときわ台の地区

内の住民さんとか駅の利用者の方々のアン

ケートを実施いたしましたし、また能勢電

鉄等事業者へのヒアリングを実施している

ところでございます。今年度中、もうあと

一月もございませんが、その間にそういう

都市機能の誘導とか、その施設を活用した

バリアフリー化の可能性、それから国の交

付金の活用、これらの方向性について総合

的に取りまとめてまいりまして、また改め

てお示しをしたいというふうに思っており

ます。 

  また、バス路線の件でございます。とき

わ台駅と千里中央を結ぶ、このバス路線に

つきましては、現在の箕面森町線、この延

伸ということを中心にしまして、大阪府並

びに箕面市と協議を重ねているところでご

ざいますけども、大阪府も箕面市もそれぞ

れ同じことをおっしゃっておられますのが、

既存の利用者の利便性を損なわないと、要

するに箕面森町にお住まいの方々の利便性

を損なわないということで実施するという

ことが条件というようなことになってござ

いまして、その具体的な方策について利用

状況の調査などを通じて関係者と協力しな

がら進めてまいりたいと思っております。 

  それから、道路の再整備ということでご

ざいましたが、おっしゃっているのはとき

わ台の道路かと思いますけども、ときわ台

地内非常に道が狭いということで、バスの

通行に支障があるかもわからないわけでご

ざいます。幅を広げると、あとはカーブの

半径を大きくするとかいう改修が必要かも

わかりませんが、この点については警察と

もバス会社ともまだ協議できていないとい

う、これからの問題ということになってご

ざいます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  野村剛志議員。 

○１番（野村剛志君） 

  今、既存の道路においては、例えば街路

樹とか、今、説明ありましたように、拡幅

をして大きなバスが回れるようにせないか

んと。これは町有地の中で、町の管理の中

であるならば町の采配でできるんですが、

例えばこの計画には私有地がかかるところ

とかはございますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  ときわ台、バスが通る予定をしておりま

す道は、池田銀行のときわ台支店から駅ま

でということでございます。その間、大き

なカーブが二つございまして、その二つの

カーブについては恐らく大型バスならばセ

ンターラインをはみ出るだろうということ

を予想しておりまして、そのカーブの半径

を大きくしなければならないと。上のほう

のカーブについては、恐らく町有地の活用

だけで何とか半径を大きくすることができ

るでしょうが、下のほうのカーブにつきま

しては隅切りといいますか、内側に民有地

がございますので、その民有地を何とかし

なければ半径を大きくすることはできない

のかなというようなことは想定しておりま

すが、逆におりていって右に大きく膨らむ

ということになると、町有地の山を削れば

できるのかもわからないですし、その辺の

ところは工事費とか工期とかいろいろなこ

とを想定しながら、また警察、バス会社と

も協議をしながら、実現に向けて取り組ん

でまいらなければならないというふうに思

っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  野村剛志議員。 
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○１番（野村剛志君） 

  隣接する住民の皆様の、また御協力も得

なければならないところですが、何かと後

手後手に回る町行政だというふうに思って

おりますので、できるだけ早くその青写真

等をお示しされて、御協力賜れるように努

めていきたい。引き続き原課のほうでは、

原部のほうでは頑張っていただきたいと思

うところであります。 

  次に、今度は、今は西地区のお話をした

んですが、次、東地区のバス路線のことで

す。特に止々呂美でのアクセスと道路整備

についてお伺いをさせていただきます。 

  これは先ほど、一つ目の質問でさせてい

ただいたところにもありますが、ごめんな

さい、一つ目、そうですね、４２３号線の

ことですが、狭隘路は恐らく４２３号線で

は二つ、一つ目は池田のところと、もう一

つは上止々呂美のところとあると思います

が、このあたり府への要望等、現状、回答

等ありましたら教えてください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  先ほどもお答えしましたように、４２３

号線につきましては、整備促進協議会から

全体的に要望は府等には上げておるところ

でございます。町域になりましては、今、

金石橋から池田方面につきましては拡幅を

やっていただいているところでございまし

て、信号から今年度終わりましたとこまで

がまた来年度やっていただけるようには聞

いておるところでございます。 

  議員がおっしゃっている箕面域につきま

しては、まだちょっと要望、箕面域につき

ましては要望等は促進協議会のほうでして

いるところでございます。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  野村剛志議員。 

○１番（野村剛志君） 

  町内だけではなくて、豊能町の道路事情

というのは町外、隣接する基礎自治体の協

力も得なければ進められないところでござ

います。また、府の予算も限られる中で、

いろいろお願いをせねばならんところある

と思いますが、このあたりは本当に町の将

来を考えて一生懸命取り組んでもらいたい。

また、部長におかれてはそれを引き継いで

いただきたいというふうに思います。 

  次に、能勢電鉄、これ実は終点が妙見口

駅ございます。観光資源としてあります。

また、この地域において公園施設、実はご

ざいません。このあたり、国土交通省の都

市局が出しております都市公園法運用方針、

このあたりとの関連、住民１人当たりの都

市公園の敷地面積の基準等あるんですが、

これとの関連ですね、旧村になるんですが、

そのあたりの関係あるいは公園の今後の設

置等についてお伺いしたいと思います。お

願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  公園につきましては、都市公園法の運用

指針等で５平米以上とかいうふうなことは

ございます。豊能町の都市公園条例の中に

１人当たりの都市公園の敷地面積の標準が

５平米以上ということになっております。

これにつきましては、吉川とか今の住宅街

ではない部分につきましては適用はされて

おりませんので、そういうことの中での計

算はしておりません。 

  吉川での公園を考えているかどうかとい
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うことなんですけども、吉川につきまして

は場所等もございませんしということで、

今、公園を設置するというふうなことはち

ょっと考えておりません。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  野村剛志議員。 

○１番（野村剛志君） 

  今、国の施策から都市公園、この基準に

ついては新興住宅地が該当で、実は旧村等、

該当しないわけです。でもここにも子ども

がおりまして、やっぱりこの子どもたち、

大事なんですよ。またそこでの出生率も上

げる、あるいはそこで子どもがやっぱり育

つということも大事なことで、これは新興

住宅地だからあるいはそれに該当しない地

域だからといって差をつけるものではない

と思います。町有地が、例えばこれは吉川

だけのことじゃないです。ほかの東の旧村

地も全部そうです。やっぱり子どもたちの

ために、その何かしら子どもの発達を、発

育を促す場というのが大事でございます。

例えば吉川においては町有地があると思う

んですが、このあたりを、いわゆる自治会

等に貸し出して、その自治会での自主運営

において子どもの遊び場としてするような

ことはできるものがないでしょうか。お願

いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  吉川地内の町有地についてでございます。

旧吉川支所の土地でありますとか、旧吉川

保育所の土地でありますとか、吉川地内に

は町有地で使っていない土地たくさんござ

います。その中で、公園に使えるのかなと

いうふうに思うのは、今申し上げた旧吉川

支所と旧吉川保育所の跡地なんですが、い

ずれの土地も吉川自治体が地縁団体をつく

られる際、吉川公民館を閉鎖して吉川自治

会に無償譲渡するとき、そのタイミングの

ときにあわせて旧吉川支所と旧吉川保育所

の土地をお借りしたいという申し出がござ

いまして、正式に申し出がございましたら

お貸ししますよという答えはしたというと

ころでございますけど、それ以降、特に自

治会のほうから働きかけはないところでご

ざいます。また今後働きかけがございまし

たら、その自治会の活動に協力してまいり

たいというふうには思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  野村剛志議員。 

○１番（野村剛志君） 

  またその地域、自治会等から要望があり

ましたら御協力のほどよろしくお願いいた

します。 

  それと次は光風台駅、この利用者の実は

確保、これは非常に豊能町の駅一つ一つ、

それぞれ大事なんですけれど、光風台駅の

利用者の確保と、市と町と、これ通告をし

てるんですが、川西市、特に大和と町のい

わゆる環境について伺います。 

  光風台駅の実際利用者、この生活圏とい

うのは、私は川西の北部、大和団地あたり

も含まれるのではないかと思いますが、こ

のあたりについてお伺いをいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  光風台４丁目と川西の大和地区との境界

にある道路の問題であると認識しておるん

ですけども、これにつきましては、これま

でもたびたび地元調整が行われてきたとこ

ろなんですが、合意形成がなされていない

ということで道路がついていないというこ
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とでございます。これにつきましては、周

辺住民のやっぱり理解が必要であるという

ことから、今後とも地元の要望等がござい

ましたらそれに応じて自治会と協議会で協

議を行いまして、川西市との調整を進めた

いというふうに思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  野村剛志議員。 

○１番（野村剛志君） 

  これは今、原課であるいは原部で努力を

されているところでは、そこが精いっぱい。

今その働きかけについてもできる範囲でし

ていただいているところと思いますが、町

有地においては基本、最終的には町の判断

でございます。それと町の部分最適ではな

くて全体最適を考えて取り組む必要がござ

います。豊能町の人口はだんだん減ってい

くわけですが、この中で、例えばデイリー

カナートイズミヤや各スーパーの利用者数

も減っていきます。光風台駅の、例えば利

用者も減っていきます。その中で、大和団

地との道路交通網の確保というのは、これ

は町の住民をふやす・ふやさないというと

ころにも影響はあるんですが、だけれど、

その人たちがまた流入してくる、行き来で

きる、需要が伸びるというところが非常に

豊能町にとって大事なところでございます

ので、このあたりは町長、できるだけ御判

断をしていただいて、この道路交通網の整

備、総論で申します、していただきたいと

思いますが、いかがですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  こちらにつきましては、一定有効な面も

当然あるかと思っています、総論的には。

また一方でやはり周辺の住民の方の御意見

等もございまして、これも先ほど答弁あり

ましたように、これまでも地元調整等が行

われてきたけれども合意に至っていないと

いうところもありますので、そういったこ

ともございますので、これからも検討はし

てまいりたいとは思っておりますけれども、

検討はしてまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  野村剛志議員。 

○１番（野村剛志君） 

  これは行政任せにばかりするものではな

くて、地域住民と一緒に議員も活動してま

いって、また取り組みます。思いは行動に

移してまいりますので、そのときはしっか

り受けとめていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  それから、光風台駅前の歩道整備の更新

関連というふうにあえて書きましたが、具

体に言いますとエスカレーター、今現状に

ついてお伺いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  エスカレーターの更新に係る平成２７年

度予算は計上いたしておりません。これは

平成２６年度に耐震などについて委託設計

を行いました。この成果によりますと、エ

スカレーターの立地について課題があると

報告がありました。この課題について現在

検討をしている最中でございます。来年度

につきましては早期に結論を出し、必要で

あれば補正予算もお願いすることも視野に

入れているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  野村剛志議員。 
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○１番（野村剛志君） 

  時間も余りありませんので、この質問に

ついては今後各議員の中からまたされるこ

とと思いますので、そのあたりで具体をお

答えいただけたらと思います。 

  次に、三つ目進みます。 

  町内の林業と農業、その資源利用につい

てお伺いします。農のふるさと協力隊奮闘

記、これはホームページにありまして、読

ませていただいております。こういったも

のの取り組みが今後、今の現状から将来の

町内産業としての発展、このあたり見通し

についてお伺いします。お願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えします。 

  町内の林業と農業の資源利用についてと

いうことなんですけども、それで農のふる

さと協力隊というのは、今、棚田保全の事

業を、府補助金を活用しまして、高山地域

の人々と一緒になって、地区内の遊休農地

の再生、草刈り等の維持保全活動を推進す

るとともに、棚田が広がる里山の風景維持

に努めておるところでございます。それで

隊員が３０名、月４回の活動をしています。

活動内容は放棄地の開墾、草刈り、野菜づ

くり、景観維持をやっていただいていると

ころでございます。これが今後、農業とし

てやっていくということになりますと、ち

ょっとそこまでも、ふるさと協力隊の方が

ひとり立ちしてその農業等をやるというと

こまでは至ってないというところでござい

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  野村剛志議員。 

○１番（野村剛志君） 

  「人とみどりが輝くまち」豊能町なんで

すよ。目指してるんですよね。じゃあこの

あたり、どんどんやっぱり豊能町民の皆様

にも御協力いただいて、人とみどりが輝く

ようにすればいいじゃないですか。今の現

状はというところに対してしっかり町行政

として働きかけられるところ、このあたり

を進めてもらいたい。 

  それから林業についても、これはまだ今、

決定ではないんですが、府は、大阪府の森

林保全及び都市緑化の推進に関する調査検

討をしております。この中で１００億円の

予算をつけると言っております。この中の

ほんの一部ではあろうと思いますが、原課

も一緒に頑張って、整備が決まれば予算を

とりにいっていただいて、豊能町の輝くみ

どりのために取り組んでいただきたいと思

っております。 

  最後にお伺いをいたします。少子化と町

内教育環境について、聞きたかったんです

が、時間がなくなりましたので、私の質問

はこれにて終わりといたします。ありがと

うございました。 

○議長（竹谷 勝君） 

  以上で、日本維新の会の一般質問を終わ

ります。 

  次に、新風会の一般質問を行います。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて４

０分とします。 

  管野英美子議員を指名いたします。 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  皆さん、こんにちは。 

  ２番・新風会の管野英美子でございます。 

  議長の御指名を受けましたので、一般質

問をさせていただきます。 

  今回も盛りだくさんの内容ですので、理

事者の皆様、簡潔でわかりやすい答弁をよ

ろしくお願いします。 

  １２月議会では中学校の給食について、



 

 2－40 

重大な瑕疵とは消費期限切れというショッ

キングな答弁、また、町職員は認知症サポ

ーター養成講座を半年で１人も受講してい

ないと、またまたショックな答弁。そうし

て、その後、私もごみの減量化を少し伺っ

て、有料化への追及に終始してしまいまし

た。少し話は変わりますが、この認知症サ

ポーター養成講座は今年度末までにと多く

の職員が受講されているとキャラバンメイ

トさんに伺いました。仕事の姿勢を問うた

のですが、とてもうれしく思っています。 

  質問に戻ります。 

  今回は減量化について質問いたします。

実際に有料化をするとなると、住民には何

リットルの袋という方法になるかと思いま

すが、国崎クリーンセンターでは車ごとは

かりにかけて重さをはかりますので、有料

化する・しないにかかわらず、ごみの減量

化を進めていかないといけないと思ってい

ます。例えばこの袋に入るからいいと、台

所の水切りを怠るということではいけない

と思います。過去の環境特集号には、有料

化で１５％の減量を見込むと書かれてあり

ますが、甘いと思っています。今、可燃ご

みの中には紙おむつもふえていると伺いま

した。そこで、減量化の取り組みについて

質問いたします。井戸端会議を開催し、ご

み減量に生かされていますか。過去には盛

んにされていたように思いますが、ここ一、

二年で結構です。何回ぐらいどのような形

で開催されていますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  井戸端会議を開催し、ごみ減量化に生か

されているかということでございますが、

井戸端会議については主にごみ減量化推進

委員の地区の幹事様から開催の申し出を受

け、環境課職員が出向き、ごみ分別の詳細

や豊能町の実態等の説明をしています。そ

して参加いただいた皆様と忌憚のない意見

の交換を行い、ごみの排出制御と資源化等

４Ｒの活動の実践に向けて取り組んでいま

すので、ごみの減量を生かされていると考

えております。 

  井戸端会議の開催の状況の件ですが、平

成２１年度は３回で３４人の方が、平成２

２年度はゼロでございますが、平成２３年

度は４回で４１人、平成２４年度はゼロ、

平成２５年度は１回で２０人、本年は２回

で４０人の方ということでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  ここ一、二年でいいって言ったんですけ

ども、御丁寧にありがとうございます。こ

の平成２６年度の２回のうちの１回は、私

の地域活動の中で来てもらったものと思わ

れますが、その後、国崎クリーンセンター

への見学も進めていただき、みんなで行っ

てきました。その国崎クリーンセンター啓

発施設ゆめほたるの利用促進、１日の日曜

日にもフリーマーケットやかえっこバザー

ルなどがありましたが、豊能町の住民が利

用され、ごみ減量に役立てておられると思

われますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  国崎クリーンセンター啓発施設の利用促

進については、昨年１１月９日に実施いた

しましたとよのまつりにおいて、環境課の

ごみブース、減量化・資源化ブースと併設

し、ゆめほたるの啓発ブースを設けました。
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ここではお子様連れの家族等を対象とし、

廃材を利用した工作教室、ごみの資源化の

ＰＲ及びゆめほたるの数々の講座・イベン

トの紹介、パンフレットを配布しＰＲをい

たしました。また、本町の井戸端会議とゆ

めほたるの出前講座を共催で２グループと

開催いたしました。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  その廃棄物減量等推進ですね。私ちょっ

と通告書間違ってしまいましたけれど、任

命ではないですね。委嘱をされていて、約

８０名、町内にいらっしゃると伺っており

ます。ごみの減量の啓発活動への参加や広

報をどのようにされていますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  ごみ減量化推進委員さんの啓発活動への

参加ですが、本年度は８８名の委員さんに

活動いただいております。推進委員さんの

活動としまして、昨年９月から１０月にか

けて、ごみ減量・資源化に係る街頭ＰＲ事

業を行い、町内５店舗前をおかりしてＰＲ

ポケットティッシュの配布、食用廃油の回

収を計１０回、また、町内３駅前でのティ

ッシュの配布をし、啓発活動を行いました。 

  また、先ほども述べました１１月９日に

実施しましたとよのまつりにおいてブース

を設け、ごみ減量化・資源化に関する啓発、

また来庁者にアンケートの協力を呼びかけ

ていただきました。１１月１９日には推進

委員さんの研修会として、国崎クリーンセ

ンター啓発施設ゆめほたると連携して見学

会を実施しました。この見学会では、通常

の見学コースに加え、特別にプラットホー

ム、手選別、圧縮こん包クレーン室等の作

業場に立ち入らせていただき、間近にごみ

の資源物の中間処理を見ていただきました。

特にプラスチック製容器、缶類、不燃ごみ

等の人の手による選別作業場においては不

純物の混入実態を間近に見ていただいたこ

とで改めてごみの分別・減量・資源化の大

切さを認識していただけたと思っています。 

  また、これを受けて推進委員さんが地域

に呼びかけていただき、この後１２月に一

つの自治会で啓発施設と共催で勉強会を実

施しました。今後も推進委員さんを通じて

草の根の地域にこのような活動が広がり、

４Ｒの推進に役立てればと思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  推進委員は自治会のあて職みたいになっ

ているかもしれませんので、この後、防災

のところで自治会にとどまってほしいと言

おうと思っているので、これ以上のことを

言うのは大変なのかなと思ってしまいます

が、一つの自治会だけでやっておられるっ

て、ごみはみんな出すんですけど、ほかの

自治会さんにも声はかけておられるんです

か。ちょっとやらされ感があってしんどい

かもしれないんですが、ほかの自治会には

どういうことをされていますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  ほかの自治会にもその推進委員さんを通

じて声かけはしてると思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 



 

 2－42 

  ぜひほかの自治会さんにも声をかけてく

ださい。 

  それから、ここで提案なんですが、国崎

クリーンセンターに行くとごみの分別や資

源化をさらに頑張ろうという気持ちがわい

てきます。私も、缶のごみから電卓が出て

きたり、それから攪拌しているごみピット

の中にはたくさんの布切れが出てきたんで

すね。やはりもう少し分別や資源化をやら

ないといけないなと思いました。しかし、

あそこには交通手段がないんです。町バス

を出していただいたりして、住民の皆さん

に見ていただくような取り組みや、また町

長もされていると思うんですが、段ボール

コンポスト、食用廃油回収のときに実演し

てほしいなと思っています。ピートモスや

もみ殻、くん炭など、ホームセンターに行

かないと買えませんが、実演を見てやって

みようと思われたら、ちょっともうけもん

じゃないかと思うんです。御検討いただけ

ませんか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  一つはバスという話ですけれども、今、

小学校４年生には全ての方に見ていただく

というようなことは、今現在やっておると

ころでございます。そんなこともありまし

て、また、ゆめほたるの事業なんかもイベ

ント等もあるので、そんな折にちょっと検

討できたらなとは思っております。 

  それとコンポストの実演ですね。そうい

ったことも、私も実際やっておりますし、

生ごみを減らすのには確かに効果あること

だと思いますので、また検討してまいりた

いと思います。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  町政運営方針にも、積極的にごみ減量・

資源化を、街頭ＰＲの啓発すると書かれて

います。そして昨年の１２月議会で質問し

た１０人のうち３人の議員が、議会だより

にこのごみの有料化について書きました。

住民の皆さんは近々ごみが有料化するとい

うことで、今、断捨離をまたされているそ

うなんですね。ですからこのままでいくと

ごみはふえているのかな、ここ２カ月の間

に。そしてこの有料化へのやり方、広報に

大変問題があると思っています。でも先ほ

どの高尾議員の質問において、これはリン

クしないようなおっしゃり方、財政健全化

プランでは平成２８年度から有料するとお

っしゃいましたが、その言葉は消えていた

と思うんですね。減量できなければ有料化

というのは本当に身勝手と感じています。

住民は分別化や資源化にも大変頑張ってい

ることを伝えて、この質問は終わります。 

  続いて、防災についてお尋ねします。阪

神・淡路大震災から２０年、東日本大震災

からやがて４年がたちます。いつ発生して

も不思議でない東海・東南海・南海の大地

震、中央防災会議はこの三つの地震が同時

発生した場合の被害想定を公表されていま

す。発生時刻などで被害状況は変わるもの

の、最悪の場合死者は２万4,７００人、震

度７の激しい揺れや１０メートルを超える

津波で９６万棟の住宅などが全壊、経済被

害は８１兆円に達するとしています。また、

ゲリラ豪雨などの集中豪雨による土砂崩れ

や洪水等の被害が懸念されています。２０

１３年６月の広報「とよの」では、安心・

安全のまちづくりに向けてを特集されてい

て、自助・共助・公助と丁寧に書かれてよ

くわかります。この項目と重複しないよう
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に回答いただきたく思うのですが、具体的

に質問させていただきます。災害時の住民

への広報、具体的にどのような形で私たち

に伝わるのでしょうか。避難準備など緊急

度での情報の出し方が書かれていますが、

その手段はメールぐらいしか書かれていま

せん。災害の大きさによって変わってくる

と思いますが、どのようにお考えですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  本町におけます災害時の広報のあり方、

これ非常に脆弱だというふうに我々は認識

しております。市町によっては屋外スピー

カーを持っておりましたり、ＦＭ放送を持

っておりましたり、いろいろな多岐にわた

る方法で広報ができるというようなことで

ございますが、本町にはそれらがございま

せん。したがいまして、今ありましたよう

に、自治会長への電話とかファクス、それ

からたんぽぽメール、あとは緊急速報エリ

アメール、それからホームページ、これら

で今は災害時の広報を実施しているという

のが実情でございます。たんぽぽメールに

つきましては速報性がございますので、非

常に役立つものというふうに思っておりま

すけども、まだまだ全ての方が登録してい

ただいているというようなことでもござい

ませんし、また、大阪防災ネットに登録し

ていただくと、それも大阪防災ネットから

速報性のあるメールが発信されるというよ

うなことでございますので、それらにまず

は登録をしていただくと。しかもそういう

土砂災害危険箇所におられる方については

率先して登録していただくというような広

報も今後は必要であろうかというふうに思

っております。 

  災害の大きさによって違うのではないか

ということでございますけども、実際に避

難を、すぐに避難していただかなければな

らないというようなときは、報道機関にも

お願いをして、テレビ・ラジオ等に放送し

ていただくというようなことになろうかと

いうふうに思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  避難情報発令時の避難場所、例えば私が

住んでいる新光風台では、シートスなのか

光風台小学校なのか、皆さんわかっておら

れないと思います。もちろん自分の命はみ

ずから守るということが基本ですが、避難

方法の要領を明確にしていただくような対

策はありますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  先週でございますが、豊能町の防災会議

を開きまして、地域防災計画について御審

議をいただきました。またこれは改めて議

会にもお示しをするわけでございますけど

も、地域防災計画におきましては避難所は

指定をしておりまして、それについては御

審議いただいたというところでございます。

今、シートスでございますとかありました

が、このたびはシートスとか西公民館、中

央公民館、このような施設については避難

所ではなくて一時的な避難場所というよう

な位置づけをしたと。避難所として指定し

ましたのは、吉川中学校、光風台小学校そ

れから吉川小学校、それから東能勢中学校

と高山コミュニティセンターの五つでござ

います。それらについてどのように避難を

していくかというのが非常に大事でござい

ますけども、それは地域ごとに今後自主防

災組織等をつくっていただくとともに、自
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治会単位ででもそういう避難経路はどこで

あるというようなことを、実際に訓練も通

して皆さんに参加していただいて覚えてい

ただくと。自治会ごとに、ここの地域はこ

こが危ないからこのルートを通りましょう

ということは、行政が指示をするのではな

くて、我々も当然協力はいたしますけども、

住民みずからそのようなことを考えていた

だいて、何か刷り物、紙のようなもので各

自治会の会員さん、住民の方々に周知をし

ていただくというようなことが必要ではな

いかと思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  次は人命です。これは大規模な災害が起

きたときですが、安否確認はどなたがする

のでしょうか。町職員の方も豊能町に住ん

でおられない方もいらっしゃいます。昨年、

新光風台自治会の防災訓練のとき、危機管

理監が家族の安否を班長さんにとお話をさ

れました。私は随分違和感を覚えたんです。

自治会組織、自主防災組織がしっかりとそ

のように動けば、向こう三軒両隣、御近所

仲よく暮らしていれば安否確認はできるは

ずですが、班長さんに伝えるとは聞いてお

りません。そのような体制にも今はないと

思います。また、自治会の組織率の問題も

ありますが、町はどのように考えておられ

ますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  災害時の安否確認についてでございます。

これは、先ほど申し上げました指定避難所

等に避難された方、これについては町のほ

うで避難者台帳というようなものをつくり

まして、そこにおられる方については把握

ができるというようなシステムをつくって

まいります。一方で、その避難所に来られ

ていない方、これについてはやはり中心的

な役割を担っていただくのは住民の方々、

自主防災組織であろうかというふうに思っ

ております。また、民生委員さん、社会福

祉協議会など、そのような方々と連携をす

ることで、避難行動要支援者といいますか、

災害弱者の方々の避難、安否確認に実効性

を伴うものではないかというふうに思って

おります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  そして最終的には名簿が必要です。昨年

９月議会で岩城議員が質問されており、災

害が発生したとき、御本人の同意なしに外

部に名簿を提供できる、自治会は提供先に

含まれていませんが、自主防災組織に提供

するという答弁をされています。自主防災

組織の確立が急がれるところですが、町は

確立されるためのサポートなどをしていた

だく予算が提案されておりますが、その進

捗状況などを教えてください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  自主防災組織の進捗でございます。昨年

１０月２９日でございますけども、自治会

長さんにおいでいただきまして、それらの

方々を対象に、自主防災組織の組織化につ

いての説明会というものを開催いたしまし

て、豊能町で自主防災組織の要項を、育成

要項というものを昨年１０月につくったわ

けですが、その要項に基づく自主防災組織

というもののお願いをしてまいっていると

ころでございます。 

  今、議員もおっしゃった平成２７年度予
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算にはその自主防災組織の防災資機材等補

助事業ということで予算も措置させていた

だいておりまして、町として自主防災組織

の組織化を進めてまいりたいと思っており

ます。 

  現在既に新興住宅地の五つの自治会にお

いては、先ほど言うた要項ではないんです

けど、要項に登録のない自主防災組織が既

にございます。昨年１０月に策定しました

要項に基づく組織化というのが動きがござ

いますのが、旧村地域では三つの自治会、

新興住宅地で二つの自治会、合計、今、五

つの自治会において、町の要項に基づいた

自主防災組織を組織化しようという思いを

持っておられるというところでございまし

て、今後ともほかの自治会も全て自主防災

組織をつくっていただけるよう、さらに啓

発してまいりたいというふうに思っており

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  災害を予測することはできませんが、大

雨などの警報時には役場に詰めていただい

ており、対応いただいております。今こう

して皆さんが無事なときに、元気なときに、

安心・安全なまちづくりに取り組んでほし

いと思います。 

  それから、ホームページが更新されまし

て、各地区のハザードマップなどもちゃん

とアップされていて、ちょっといいなと思

いました。 

  そして、この項目最後の質問なんですが、

陸の孤島になり得るような豊能町です。毎

年秋に見せていただいておりますが、３市

２町の合同防災訓練で、広域にも図上訓練

を実施されております。先ほど野村剛志議

員の質問にありましたが、防災の観点から

も大切な国道４２３号線、４７７号線の整

備について、引き続き要望をお願いしたい

と思います。この項目はこれで終わります。 

  次に、幼稚園の保育料金についてお尋ね

します。 

  子ども・子育て支援新制度が平成２７年

度から始まります。消費税が１０％になっ

た増収分から7,０００億円を投入とありま

すが、消費増税が凍結されましたが、この

事業は予定どおり行われるようです。保育

料金は昨年１２月の全員協議会で御説明が

ありました。幼稚園の保育料金も住民税の

課税額による階層区分で変わってきます。

幼稚園の保育料金は現在年間１２万円、新

しい制度では保育料金が上がるとなると、

豊能町にとってこの新しい制度は子育て支

援ではないと思われますし、そうやって言

っている人が既にいます。平成２７年度の

幼稚園の保育料金は決まっていますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  お答えいたします。 

  今現在、国が示しておりますのは、まだ

これから出てこようとする、政令で定める

基準の前情報ということですが、幼稚園の

保育料では今現在、豊能町の公立幼稚園は

現在一律の金額を設定しております。子ど

も・子育て支援新制度で国が示しておりま

すのは、保護者負担の上限基準は保護者の

市町村民税の額によって５階層に区分され

ることとなっております。公立、私立とも

この利用者負担金を保育料として、政令で

示される範囲内で豊能町が設定することに

なりますので、今後経過措置についても検

討を進めております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 
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  ４月から幼稚園が始まるというのに、ま

だ金額が決まっていない。私たちは幼稚園

を選ぶときに、私立もお金高いなと思って、

カリキュラムもありますけど、やはりそこ

のとこは家計を預かる私たちとしては、や

っぱり保育料金というのは幼稚園を選ぶ大

きなポイントだと思うんです。私立の幼稚

園の保育料金も今は決まっていないと思う

んですが、平成２７年度はこのまま平成２

６年度の保育料金ということにはならない

のですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  できるだけ保護者負担の重みにならない

ように進めてまいります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  最後に聞きます。いつごろ、大体めどで

いいですけど、いつごろ金額がわかるんで

すか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  これから、委員会付託されている案件の

ほうがまずは根拠になりますので、そのと

きに同時に御議論いただければと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  今議会で条例を決めていただくと。それ

で上限額に沿って、国に示す上限額に沿っ

て規則で定めるという条例案なんですけど

も、これを検討していただいて、それが可

決されたならばすぐさま教育委員会会議に

おいて決定し通知するという形になります

ので、今月の２０日以降というふうになり

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  規則で決めるというのがちょっとひっか

かるんですけど、この件は第５号議案の条

例改正がありますので、その席で議論した

いと思います。 

  続いて、多子世帯における軽減措置の中

で、済みません、通告間違ってたんですけ

ども、第２子が半額、通告は無料としてま

したけど、第２子半額、第３子以降無料の

対象を小学校３年生までされるということ

は大変評価できます。それにより対象者が

３倍になったと伺いましたが、さらにこれ

を撤廃していただくお考えはありませんか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  お答えいたします。 

  現行の多子軽減の範囲、これは施設に同

時在籍する場合の第２子以降ということで

決めております。今度の子ども・子育て新

制度における幼稚園の軽減の対象の範囲を

国基準として１２月にお示ししたところで

すが、現在は３歳から小学校３年生まで拡

大したところというところでの方針でござ

いまして、本町においても国基準に準じる

方針でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  現在、同時に２人保育の場合の１人が無

料ということですが、１２月の全員協議会

でも効果があったかどうかわからないとお

っしゃっていました。年子または１年あけ
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てのお子さんがいる場合が対象で、不公平

だという声を先生からも保護者からも伺い

ました。私は３人目以降の保育料を無料に

してほしいと昨年３月議会でも提案しまし

たが、教育費は人数分かかるからで、それ

ならたくさん子どもを産んでくれる人に手

を差し伸べてあげたらいいなと思ったから

です。将来的に、年金も健康保険も介護保

険も助かるわけですから、私はたくさん子

どもを産んでくれることを大変ありがたい

と思っています。上の子の年齢枠を撤廃し

てほしいと思っているんです。お子さん３

人育てようと思ったら、もう少し余裕のあ

る時間を過ごしながらと思います。小学校

３年生は９歳、入園は３歳、６年しかあり

ません。その中で３人の子どもさんを育て

るというのはとても大変なことだと思いま

す。また、合計特殊出生率、豊能町は0.８

２で、全国ワースト３位です。１人子ども

が生まれていないんです。３人目のお子さ

んを産んでくださることは大切なことだと

思われませんか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  お答えするのは難しいんですけれども、

３人目、４人目、５人目と産んでもらいた

いというのは、それは本町としても、また

そういう子育て世代がたくさんふえてほし

いというのは、教育委員会としても町とし

ても思っているところであります。今の話、

ちょうど保育所のほうはゼロ歳から３歳ま

での６年間。幼稚園は３歳から小学校３年

生まで６年間。つまり６年間、６年間を見

て、そこで２人目以降半額、３人目はただ

というふうに設計、国がしておるんですね。

それに沿っていこうということなんですが、

もう一つ私、気にしているのは５歳児無料

の問題なんですね。５歳児を無料にすると

いう動きが、財源が１０％、消費税が上が

ったときどうなるかわかりませんけども、

この５歳児無料というのは精力的に進めて

いきたいというふうに国が言ってますので、

それとの関係で、今の管野議員の御質問に

ついては、将来的にというか、検討してい

く必要があるのではないかなと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  私、学校支援事業のコーディネーターを

やっていたときに、参観日に未就園児を預

かってたんですね。同じ校内だからという

ことで。そして上のお子さんの学年を書い

た名札をつくったんです。ぐずったときに

保護者を呼びに行くためです。そのときに、

３年生以下というか、１・２年の保護者が

ほとんどだったんですね。まれに３年生と

か５年生とかという名札もつくったことあ

るんですけど、実感としてそんなにたくさ

んいらっしゃらないと思うんです。ぜひ検

討していただきたいなと思います。よろし

くお願いします。 

  では最後の質問、インターネットの環境

についてお尋ねします。 

  ホームページをごらんくださいとか、テ

レビを見ていても、詳しくはホームページ

でって、コマーシャルはいつもそうやって

言います。ホームページに依存していませ

んか。今回のパブリックコメント募集で１

月号の広報「とよの」にそのような表記が

あります。皆さんがネット環境にあるわけ

ではありません。また、土砂等による土地

の埋立等の規則に関する条例案のパブリッ

クコメントにもそのような意見が書かれて

います。一番最後に書かれています。何世

帯ネット環境にあると把握されていますか。 

○議長（竹谷 勝君） 
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  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  ネット環境にある・なしは把握できてお

りません。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  今後もこの形でいくのであれば、ネット

環境のない方への配慮や、何か対策を考え

ておられますか。以前は図書館や支所、本

庁にもホームページを見られる機械が置い

てあったと思うんですが。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  ホームページに依存しているというもの

ではございませんけども、ホームページは

より利便性が高いと、また詳細な情報も提

供できるということで、そのための媒体と

してホームページも利用しておりますが、

おっしゃるとおり、インターネット環境に

ない世帯がたくさんあるだろうということ

も承知をしておりまして、可能な限り紙の

媒体によります平等な情報の提供、これに

も努めてまいりたいというふうに思ってお

りますが、ただその町の出します広報によ

って、町がお知らせしたい全ての情報を広

報で全て書き切るというのは、これはまた

不可能なことでございまして、ホームペー

ジの活用はやむを得ないといいますか、広

くそれを活用することが重要であろうとい

うふうに思っております。 

  また、広報「とよの」にホームページ以

外の閲覧場所も、このたびパブリックコメ

ントにおいてはお知らせをしておりました

し、実際にそちらで閲覧もしていただけま

した。そのようなことで配慮はしておるつ

もりでございまして、ホームページに依存

しているというつもりはございませんでし

た。ただ、一部広報の記事で、詳しくはホ

ームページでお知らせしますと書いてしま

っている記事があったのも確かでございま

す。本当に詳しくはホームページでお知ら

せしたのかどうか確認してみましたら、広

報の記事と同じものがホームページに書い

てありまして、これ書き過ぎ違うんかとい

うて私もちょっと思ったんですけど、書き

誤りというか誤解を招くというようなこと

になりまして、申しわけなかったというふ

うに思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  ２月号では直ってたのかなと思って、ホ

ームページとそこの担当課にお電話くださ

いみたいな書き方がされていたので、ちょ

っとほっとしたんですけども。パブリック

コメント、今回とてもたくさんの項目があ

ったので、そこのところもホームページで

見てもなかなかしんどいもんやなというこ

とを言われています。 

  そして最後に、ホームページのリニュー

アルは２月２５日でした。連絡をいただき

ました。とてもきれいなトップ画面なんで

すが、私は新しいパソコンになってから随

分横が長いので、タスクバーを左側にして

いるんです、ここ数年左側に置いてあるか

ら、画面は見れるんですけども、余りにも

下にスクロールしているって、スクロール

しないと見えない、広告をバツで消すとい

う手も最近知ったんですけども、ちょっと

見にくいかなと思っているんです。これか

らもう少し精査してされるのか、お聞かせ

ください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 
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  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  トップページにつきましては検討に検討

を重ねてあのような形になったということ

で、スクロールしなければならないのは確

かにそうなんです。ちょっとスクロールを

していただくと、左右に見ていただきたい

ものがクリックで見れるというような、そ

ういう仕組みにはなっておりまして、一番

上に、住民の方へ、事業者の方へ、何々の

方へというような四つのボタンがございま

して、それを押していただくとどのページ

にも飛んでいけるというような、そんな仕

組みにもなっておりまして、スクロールし

ていただかなくても、どの記事にもたどり

着けるというような工夫はしたようなつも

りでございまして、ただ、その記事までた

どり着くのに確かにスクロールしたほうが

早いというようなことで、今後改善の余地

があればしてまいりますけども、今のとこ

ろ当面あのトップページでいきたいという

ふうに思っております。ただ、トップペー

ジ以外で改善すべき点はどんどん毎日出て

きておりまして、それは日々さわっておる

ところでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  お問い合わせフォームからしか入れない

のですか。以前はメールアドレスが書いて

あったんですけども、私も知っているアド

レスのところは直接行けたんですけども、

お問い合わせフォームから入ったらエラー

も出たんですけども、各課にちょっと言い

たいことがあったりするときに、メールア

ドレスが書かれていないんですが。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  済みません。各課のメルアドが書いてあ

るかどうか、ちょっと確認できておりませ

ん。申しわけございませんが。もしそれが

ないようでしたら、もちろん各課にメール

届けられるようにしたいというふうに思い

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  ありがとうございました。 

  以上で質問を終わらせていただきます。

ありがとうございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  以上で、新風会の一般質問を終わります。 

  この際、暫時休憩といたします。 

  再開は午後２時３５分に再開をいたしま

す。 

（午後２時２０分 休憩） 

（午後２時３５分 再開） 

○議長（竹谷 勝君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、公明党の一般質問を行います。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて８

０分とします。 

  高橋充德議員を指名いたします。 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  ６番・公明党の高橋であります。 

  議長に許可を得ましたので、これから３

点について質問をさせていただきます。当

初予算につきましては、今、上程中で、こ

れから審議があるんですが、国の平成２６

年度の補正予算について、これはついこの

前決まったばっかりでありますけれども、

町の努力次第ではとってこれるものという

のがたくさんあるというふうに思っており

ます。この件については後でまとめて最後

に返答していただきますので、よろしくお
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願いをいたします。 

  町政運営方針の中でも町長は触れており

ましたけれども、政府は地方創生として地

方への多様な支援の切れ目のない施策を打

ち出してくれております。まち・ひと・し

ごと創生、そして本年から２０１９年まで

の創生事業としての５カ年計画の総合戦略

を立てということで国へ示してくれていま

す。その中の一つとして、地方への好循環

拡大に向けた緊急経済対策を昨年の１２月

２７日に閣議決定をされ、特別会計も含め

て３兆5,２８９億円、補正予算が成立をし

ています。その中で、今の経済情勢を踏ま

えた我々の生活者や事業を行っている方た

ちの支援として、総額１兆2,０５４億円と

いう、地方にとって、我々にとって非常に

使いやすい交付金、補助金となっておりま

す。そのうち、生活者への支援と生活環境

の整備として3,８８８億円、大きなお金で

あります。特に我が町のように弱体な自治

体にとって非常に使い勝手な政策を、行政

を担う皆さんの知恵の出しどころで、幾ら

でも使える地域住民生活と緊急支援のため

の交付金、この交付金として、地域消費喚

起・生活支援型交付金2,５００億円が示さ

れております。これはもう既に各地域で効

果済、これはもう３年ほど前に大阪府も行

っておりますけれども、プレミアムつき商

品券のことであります。豊能の地域には大

型商店は数は少ないんですけれども、地域

の実情に合った商品券が発行されれば、我

が町においても経済効果が期待できるもの

と思っております。また、小規模事業者へ

の支援策として、ふるさと名物応援事業、

これは３分の２、国から補助されると聞い

ております。地域の活性化が見込まれる事

業がスタートするわけです。町としてもぜ

ひ計画をしていただいて、これはもうして

るかもしれませんけれども、後で御返答願

うことですが、これはことし、今回の補正

だけではなくて、補正予算の４０億円、今

回は４０億円ですが、２０１５年度も継続

して行うということにして１６億円計上さ

れております。豊能町にもみそや納豆、シ

イタケ、ゴボウ等売り出せるものがたくさ

んあると思っております。 

  では質問ですけれども、こういった交付

金、国はどんどん使ってくださいと言って

います。我が地方にとって非常にうれしい

ものだと思っておりますし、知恵の出しど

ころと思うのですが、細部は後でまた御返

答願いますけれども、これからどんどんと

やっていかないかんというところですけど

も、この中にはプレミアム商品券について

はもう既に３月上旬には計画をして出さな

ければお金がつかないというところもある

のではないかというふうに思っております。

こういったことを踏まえて総合的に計画は

立てているのかというところですね。また、

何を計画をしているのかお尋ねをいたしま

す。よろしくお願いをいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  議員のおっしゃった地域住民生活等緊急

支援交付金、これにつきましては、もう今

おっしゃったとおり、プレミアムつき商品

券の発行などを中心としました消費喚起型、

もう一つは来年度の総合戦略を策定いたし

まして、その戦略に記載した事業をやって

いくと、それを先行してやるというもので、

地方創生先行型というこの２種類がござい

まして、それぞれ交付限度額が定められて

おります。豊能町におきましては、国から

通知がございましたのは、消費喚起型が3,

２０７万5,０００円、創生先行型が4,１１

５万2,０００円というような通知が既にま
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いってきておりまして、これに対して豊能

町も事業を行うということとしておるとこ

ろでございます。 

  本町におきましては、その消費喚起型に

ついてはプレミアムつき商品券の発行を行

いまして、その事業は商工会に委託する方

向で検討しておりますけども、そのような

方向でやってまいりたいと思っております。 

  一方の地方創生先行型につきましては、

国の示すメニュー、これを原則にしなけれ

ばならない、それから新規事業であると、

拡充事業であるというようなことが制限と

してあるわけでございますけども、これか

らその総合戦略に盛り込むということを見

込んでおります事業を中心に、国に内容を

提出いたしまして、その審査を受けて回答

をいただいたところでございまして、ただ

いま補正予算の準備中でございます。 

  議員のおっしゃったふるさと特産品など

でございますけども、これとか低所得者向

けの生活支援とか、そのようなことについ

ては大阪府が実施するというふうに聞いて

おるところでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  総合的にしっかりと、これはとれるもの

であれば全てとっていただくというのが原

則であろうと思います。やっぱり苦しいこ

の資本の中で、やはり国から補助金をとっ

てきてやるというのが、やっぱり基本的な

町の姿勢があってしかるべきものと思って

おります。あとまた、これ、細部について

はまだこれから審議があると思いますので、

余り積み込むことはできないんですが、プ

レミアム商品券については計画的に、他の

市町村を見ると、大体６月から７月、８月、

このあたりに使えるようにしようというと

ころが多いんですね。ある地方に聞きます

と、やはり８月、９月、１０月であれば夏

休み終わってしまうというところで、でき

れば使う、発行のやるときには、６月、７

月に使えるようにしてほしいなというとこ

ろもありますので、こういった検討をする

余地があるのかどうか、ちょっとそこを返

答願えますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  プレミアムつき商品券につきましては、

今後、商工会と協議していくものでござい

まして、今このスケジュールを発表できる

段階にはございません。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  そのつもりで、商工会と協議しながら、

使いやすい商品券にしていただきたいとい

うふうに思います。 

  あと、まだこの中の地域消費喚起型の中

には、灯油等の使える券もあるんですね。

低所得者向けに灯油等の購入の補助とか、

あとはふるさとの名物商品券であるとか、

旅行券であるとか、そういったサービス券、

あとは多子世帯の支援できるような補助金

がいっぱいあるわけですけども、人口が減

っている我が町であるし、何とかこういっ

た交付金制度を大いに活用していただきた

いというふうに思っております。これがま

た次示してくれるんだろうと思いますので、

そのときに討議を、協議をしたいと思って

ますので、よろしくお願いをいたします。 

  次の質問に移らせていただきます。 

  二つ目の質問でありますけれども、１２

月、これは川上議員からも質問がございま

したけれども、１２月の一般質問にも、私、

入れておきました。今は町としては感じて
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おれないかもしれないけれども、近い将来

必ず訪れてくるであろうという空き家に対

する問題。そのときには手を打つのが遅か

ったといった反省をしないためにも、今や

はり手を打っておくべきものというふうに

思っております。また、よいまちづくりが

できないのではないかというふうに懸念す

るわけですけれども、この空き家等の対策

に係る措置法、措置ということに対して、

町のスケジュール、あるのかないのか質問

をいたします。よろしくお願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  空き家等対策の推進に関する特別措置法

でございます。これが制定されたわけでご

ざいますけども、この特別措置法は適切な

管理が行われていない空き家等が、防災、

衛生、景観等の生活環境に深刻な影響を及

ぼすというようなことがありましたり、そ

の対策が必要という趣旨で制定されたもの

でございまして、その法では特定空き家と

いうような呼び方をして、特定空き家とい

いますのは、倒壊等著しく保安上危険とな

るおそれのある状態にあるものとか、著し

く衛生上有害となるおそれのある状態の空

き家であるとか、それから適切な管理が行

われていないことにより著しく景観を損な

っている状態、このような空き家、これら

を規定をしておりまして、その特定空き家

と呼ぶものについては除却等の強制執行も

できるというような規定があるところでご

ざいますが、ただ、本町においては今言う

たような特定空き家はないというふうに認

識しておりまして、議員のおっしゃる特別

措置法に伴う町のスケジュールというもの

は今のところ組んでいないという状況でご

ざいます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  特定空き家というのは確かに今にも崩れ

そうなところというのはありますけれども、

今現在数軒、表からは見えないけれども裏

から潰れてくる、もう隣、裏の人が、いつ

落ちてくるかわからんから怖いですという

ような空き家もございます。つい先般、消

防に見ていただきましたけども、表からは

見えるけども、裏に行かなきゃ見えないよ

うな、特定空き家に近いような家もあるわ

けなんですね。先ほど一応冒頭に言いまし

たけれども、これから近い将来訪れてくる

であろう、この空き家、放置空き家、これ

の件についてやはり検討するべきものと、

今検討しておかないと将来、もう崩れそう

になってからつくったのでは遅いんですね。

そういうようなことから私は質問させても

らっておるんですが、５年も前からこのよ

うな提案を、空き家対策については質問さ

せてもらっておるんですが、なかなか進ん

でいかないので、私もまたしつこく、しつ

こく質問するわけですが、確かに家という

のは個人の財産であって、販売もほとんど

の家を持っている方は販売業者がやってい

ただけると、お願いしているというんだと

私も思っておりますけれども、このまちを

つくっていくのはやはり行政の仕事である

わけです。行政がしっかりと青写真を組ん

で、このまちをどうするかと、空き家にな

ったら非常に困る。その場合どうしていく

んだというところが、やはり行政マンとし

ての手腕のとるところだろうと思うんです

ね。国としても我々の地方から声を聞いて、

安心・安全な、そして住みよいまちづくり

をつくるためにも国も動きましょうという

ことで、昨年に、先ほど総務部長がおっし

ゃった、空き家等対策の推進に関する特別
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措置法というのが制定されたわけでありま

す。基本的に行政は、豊能町、このまちを

本当にこれでいいのかというふうに思って

いるのかと、基本的な対策を講じているの

かというふうにずっと私は言い続けてきた

んですが、手入れをしないで放置された家

屋を行政が何らかの、今、手を打っていか

ないと、後々大変なことになってしまう。

やっぱり心配であるというふうに思ってい

ます。 

  そこで、もう先ほど川上議員のところで

お答えは出たと思うんですが、町内にどれ

ぐらいの空き家があるのか掌握をしている

のか、川上議員と重複しますけれども、も

う一度再度お聞きをいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  先ほども川上議員のときにお答えをいた

しましたけども、国の統計局が平成２５年

の住宅土地統計調査を行っておりまして、

その結果によると全国の空き家率は１3.

５％ということで、過去最高というような

ことでございました。豊能町内の空き家に

ついて速報値が出ておりますが、豊能町に

は8,５９０棟あるということを仮定してお

りまして、そのうち空き家は７５０棟ある

と、統計上で出ております。これによりま

すと空き家率は8.７％ということでござい

ます。ただ、これはあくまで統計上の数字

でございまして、およそ2,０００戸を抽出

して推計したものということでございます。 

  それから、水道の閉栓しておりますおう

ちを航空写真にプロットしまして、水道閉

栓中でございましても家がある土地とない

土地、要するに空き地もございますので、

閉栓中でなおかつ家屋が建っておるという

ところを数えましたところ１８８戸、これ

は新興住宅地だけですが１８８戸となって

おりました。現地踏査はしておりませんの

で確かではないと思いますけども、新興住

宅地の居住家屋がおよそ7,３００戸ござい

ますので、この数え方では空き家率は2.

６％ということで統計とは違う数字が出て

まいります。 

  平成２５年６月には実際にプロジェクト

チームで現地踏査をしたことがございます

が、それはときわ台と光風台をピックアッ

プしてやったわけでございますけども、こ

のときも水道の閉栓中のおうちを見て回り

まして、ときわ台で２７戸、光風台で１９

戸の空き家を確認をいたしました。ときわ

台、光風台の世帯数と比べますと、空き家

率はときわ台で2.２％、光風台で0.９％と

いうことで、低い数字でございました。た

だ、水道を閉栓せずに空き家、要するに週

末だけ帰ってきて水をまくとか、そういう

ようなこともされていることあるでしょう

から、正確な数字ではないと思いますが、

現在町が把握しておる数字は以上のような

数字でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  全体として2.６％、これが一応調査の関

係ですね。あとは8.７％というのは水をと

めているところということですかね。あと

プロジェクトチームで組んで、これはとき

わ台と光風台ということですが、あとの３

地域、それにあと旧村地域含めて調査する

計画はあるのか、ないか、そこのところお

聞かせ願えますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  先ほども申し上げたとおり、閉栓中のお



 

 2－54 

うちについては恐らく空き家であろうとい

うことが想定できますので、現地踏査は可

能でございますけども、水道をとめておら

れないおうちについては住んでおられるの

か空き家なのか、外見ではわからないとい

うようなことを私ども思っておりまして、

空き家を実際に調査するということは不可

能であろうというふうに思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  プロジェクト組んで調査するのは不可能

というふうにおっしゃいましたけれども、

私、先回だったですか、役場応援団をつく

っていろいろな意見、提案とか調査して報

告してもらえばどうですかという提案をさ

せてもらったんですが、そのときのお答え

が、今現在ボランティアがあるから考えま

せん、いっぱい意見もらってますというよ

うな話がありました。実際、私が町内ずっ

と歩いてみますと結構あるんですよね。例

えば家には関係ないけども公園、手すりも

ざらざらで、子どもがさわったらけがしそ

うな、もうペンキがはげてるところとか、

こういった場所の報告事項ですね。大阪市

でこの前、スマホで登録をして、市のほう

に報告してもらえばすぐ職員が行って手を

打ってできるというような新聞記事が載っ

てました。１００来たら７５％対応できて、

もう処置できましたというような報告も、

新聞記事があったんですよね。そういった

ことまでやれとは言いませんけども、でき

たらそういうふうな方向性をとってみても

いいんじゃないかと思うんですが、さっき

私の言った役場応援団的なボランティア組

織というのを、特別にそういうのをつくっ

ていただいて報告をしていただく、悪いと

ころは、やっぱり行政だけでは目の届かな

いところは住民さんのほうから、ここだめ

ですよ、こうなってますよというような報

告をしてもらえるようなシステムづくりと

いうか、役場応援団をつくってほしいとい

うことで、前回提案をさせてもらったんで

すが、もう一回再度、これは今回質問事項

に入ってないので、お答えについては多分

できないと思うんですが、こういうことも

一応考えていっていただきたいというよう

に思うんですね。 

  もう一個、空き家に対する基本的な考え

方というのは、全国的に放置されている空

き家というのは１3.５％ですね。もちろん

所有者の皆さんにも一義的な管理責任があ

るわけですけれども、このような住民に一

番身近な市町村に空き家等対策の実施の重

要性というのがあるんだということを言わ

れております。 

  そこで質問しますけども、この空き家に

対する町の役割というのは何だとお考えに

なっているか、ちょっと答弁願います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  その空き家等対策の推進に関する特別措

置法でございますけども、これに規定をさ

れております市町村の役割というものがご

ざいます。これにつきましては、空き家等

対策計画を策定できるという規定、それか

ら協議会を組織することができるという規

定、それから空き家等への調査を行うこと

ができる、それから固定資産税情報の内部

利用等ができるというような、ほかにもご

ざいますけども、このようなことが市町村

の役割というふうに法定でされております

ので、町ができる役割というのは今申し上

げたようなことかなというふうに思ってお

ります。 

○議長（竹谷 勝君） 
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  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  今、総務部長がお答えになった六つか七

つにはかかわりがあるんですが、やはり町

としてとれる手段がここに示されているわ

けなんですね。ということで、空き家がな

ぜふえ続けているのか、この根本は何なの

か。やっぱり解決していかなければいけな

い、やっぱり手を打っていかなきゃいけな

いということあるんですね。人口の減少も

ある、固定資産税の問題もある、高齢化の

問題もある、いろいろと問題もありますけ

れども、やはりさっき言った協議会という

のを立ち上げないかんのじゃないかなとい

う思いはするんです。総合的に考えても、

この協議会というのは一つの課だけではで

きないわけで、どこの課が担当してもわか

らんというのがあるんですね。やはり町全

体で考えていかなきゃいけないんですね。

空き地であれば、空き地については環境課

ですね。家がついてれば消防という関係あ

るんですが、やっぱりこの縦割りの行政で

はなかなかこの問題については解決できな

い大きな問題であろうというふうに思うん

です。やはりここのところは町長しっかり

と指揮をとっていただいて、プロジェクト

チームを組んで、これから大きく直面する

であろうこの空き家に対する大きな問題、

空き家をどうやって利用していくのか、そ

の空き家に対して若い世代をどうやって入

れていくのかというのは、やっぱりこのプ

ロジェクトを組んでみんなで考えていかな

いけない、これが町に課された大きな課題

であろうというふうに思っております。 

  そういうことであるんですが、前回、町

長じゃなくて総務部長がおっしゃいました

けども、さっき言ったボランティア関係で、

こういった問題で報告、こういうような問

題ありますよという報告受けたことあるか

どうかというのは、いかがでしょう。今ま

でボランティアいっぱい組織ありますけれ

ども、あるかどうか御返答願えますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  総務部に対してそのような空き家の情報、

危険空き家があるとかいう情報は、私の部

には入ったことがないというふうに思って

おります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  やはり一つの課とか、住民に徹底しない

ことには、やっぱりそういう情報というの

は集まってくることがないと思うんですね。

ですからこの、言った、さっきプロジェク

トチーム、検討チームを組んで、やはりそ

ういった、特定空き家じゃなくて普通の空

き家、要するに衛生的によくない空き家も

この中に含まれておるんですね、この特別

措置法の中には。今にも倒壊しそうな家屋

だけじゃなくて、やはりこれからなるであ

ろう、裏に行かなきゃ見えないような崩れ

そうな家がある、そういうような対処をす

るためには、やはり住民からの、プロジェ

クトチームを組んでやはりそういった情報

をとらないことには、この問題について前

に進んでいくことができないんですね。今、

１年、２年先にないから考えませんでなく

って、これはもう目に見えていることなん

です。もうあちらこちら、二十何％あるわ

けです。国としては１３％ですか。もう結

構、光風台は0.９と言いますけれども、私

の家の周りでも空き家になっているのが５

軒あります。もう目に見えているんですね。

たまに、１カ月に１回ぐらい掃除しに来る

人もおりますけれども、やはりこういった
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措置を何とか、もう丸々の空き家もありま

すけれども、そういった空き家に対しての、

ほっておったらどうなるんですよというと

ころをやっぱり考えていかないけない、こ

れが豊能町の掲げたまちづくりの一つでは

ないかというふうに思うので、一つこの協

議会、これも協議会の中には議員も入れる

ことができますという規定がありますので、

ぜひこの協議会というのを組織する、きょ

う、あす、あさってじゃなくてもいいから、

来年、再来年ごろには検討したいという意

志あるかどうか、お聞かせを願いたいと思

います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  空き家に対する横の連携、これは必要だ

と思っておりまして、情報の交換等はして

まいりたいし、それから先ほど言いました

固定資産税の情報の活用、これもできます

から、固定資産税の情報については活用し

てもよいというふうな法律ですから、活用

してまいりたいというふうには思っており

ます。 

  協議会のことでございますけども、冒頭

申し上げたとおり、豊能町内に特定空き家

があるというふうな認識はしていないとい

いますか、そのような空き家は把握をして

おりませんので、協議会の設置そのものに

ついては予定はしておりませんけども、一

方で大阪府が先月、ことしの２月でござい

ますけども、大阪府空き家等対策市町村連

絡協議会というようなものを立ち上げられ

たところでございます。これは全ての市町

村が参加するということになっているよう

でございますので、今後は本町としまして

もこの協議会に参画をいたしまして、対策

に取り組んでまいりたいと、情報の交換も

してまいりたいというふうに思っておりま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  それで少し、一歩前進というところでは

ありますが、大阪府下内には非常に空き家

の多いとこもありますけれども、それと一

律に横並びで考えるのではなくて、やっぱ

り豊能町は町としての考え方があるし、現

状もありますから、そこのところはしっか

りと取り組んでいっていただきたい。この

町をこれ以上衰退をさせないためには、そ

ういったことも大事であろうと思いますの

で、しっかりと取り組んでいっていただき

たいと思います。よろしくお願いをいたし

ます。 

  次、３点目でありますが、教育の関係な

んですが、児童の安全について。つい最近、

子どもたちの痛ましい事件が、事故が多発

しています。ついこの前も大きな、大きな、

本当にかわいそうな大きな事案がありまし

た。亡くなられた方、御遺族の皆さんに哀

悼の意をささげたいと思っています。これ

らの事案の中には防げたであろうと思う事

件もあったように思っております。町内で

は大事件につながる事案や、そのような不

審な事案があったのか、掌握をしてるのか

ということをお尋ねをしたいと思います。

よろしくお願いをします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  お答えいたします。 

  保護者等から学校へ通報をもらうとかと

いう方法によりまして、学校が把握した場

合には教育委員会に報告することとなって

おりまして、今年度、不審者情報というこ
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とでは１０件報告をもらっております。教

育委員会ではこれを受けて、たんぽぽメー

ルにより登録者に注意喚起を行ってまいり

ました。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  この報告１０件、町内で１０件、多いと

思われるか少ないと思われるか、どうでし

ょう、この検討的なもの。お願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  報告を受けて、中身にもよりますが、非

常に多いというレベルではないと思うんで

すけれども、一つ警察が動いた事件として

は１件、露出案件というのが１件ございま

した。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  町の中にも見守り活動をやっている方い

っぱいいらっしゃるし、目は届いておると

思うんですが、１０件以下になるように、

多分これは外部から来られる方もおられる

と思うんですが、そこのところをまだ町の

出入り口には防犯カメラあるけれども、駅

にはないというところで、駅にもぜひとも

また防犯カメラも設置しなきゃいけない時

期に来るんじゃないかなという思いはして

ます。平成１３年６月８日に、附属池田小

学校事件、２３人が痛ましいように切りつ

けられて、児童８人が亡くなられたという、

本当に痛ましい事件があって、これをきっ

かけとして防犯体制が強化されて、子ども

安全見守り隊、これですね、全国的に広が

っていったわけですが、町内に青パトがあ

ると思うんですが、３年ほど前にはよく青

パト見かけたんですが、最近これ全然見か

けてないんですけれども、この青パト、ど

こを回ってるのか、どういう計画で回って

おるのか、わかれば教えていただきたいと

思ってます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  お答えいたします。 

  青色パトロールですけれども、配置の要

項等をこしらえて青パトの実施をしてるん

ですけれども、本庁の公用車、それと吉川

支所等の公用車を２台使って、当時は、当

時というか立ち上げ当時から第３水曜日の

見守りデーということで、下校時刻に合わ

せて町の職員が２台で、東西分かれてパト

ロールをさせていただいてるというところ

です。 

  それと、先ほどの声かけとか不審者事案

があったときに必要に応じて臨時に青色パ

トロールを実施しているというところです。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  当初、導入されたときには要項的に第３

水曜日というのはなかったと思うんですが、

その当時はよく見かけて、これだったら少

し子どもの事故を防げる、防犯的にもいい

なというふうにずっと見ておったんですが、

第３水曜日も私見たことないんですが、ど

こをどういう経路を走っているのか、これ

はちょっと、今できるものならどういう経

路かわかれば教えていただければと思いま

す。第３水曜日はいつからなったのか、そ

れとどの地域になった、それと時間的には

登下校、下校のほうでしょうけども、何時

から何時の間、どこどこの地域走ってるか

という、運行計画あると思うので、教えて
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いただけますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  お答えいたします。 

  これは平成１８年に青色パトロールの運

行計画を立てたんですけれども、こちらで

は特に何時から何時までというんじゃなし

に、小学校の下校時刻ですので、午後３時

から３時半ごろの時間帯で子どもが学校か

ら家庭のほうに帰る時間帯というところで、

通学路指定の主な、路地裏じゃなしに大き

な通りを小学校区をめぐって巡回をしてい

るというようなことで、一筆書きで走って

巡回してくれば、もうほぼ子どもたちの姿

が見えない時間帯になってしまうというこ

とになっております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  見えないというのがどういう意味か、ち

ょっとわからないんですけど。よろしくお

願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  自宅のほうに、もう近所に帰ってしまっ

て、もうおうちに入っているということで、

通学途中でまだ歩いている子というのが見

つからない時間帯までは走っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  この車は、担当部課というのは町内のま

たどこかの課とか教育委員会なんでしょう

けれども、この運行に関しては、青パトの

運行に関しては規定がやっぱりあるんです

よね。団体に申請登録していてやっていか

なきゃいけないというのと、この車は町の

町用車ですから、普通の人は多分運行でき

ないんじゃないかと思うんですが、もしそ

うだというんであれば教育委員会で頻繁に

運行できるようにしていただきたいなと。

そうすれば、さっき言った１０件の不審者

というのはもっともっと減って、１件、２

件ぐらいになるんじゃないかな、抑止力が

かなりあるんじゃないかというふうに私は

思ったんです。さっき言った、総務部長に

も言いましたけれども、役場応援団的なも

のを、特に任務を与えて、できるように乗

って、普通の時間帯でも走れるようにする

とか、これについては池田、箕面、豊中、

このあたりの近辺の市町村は日中よく走っ

てるんです。これやったら防犯、防げるな、

泥棒少なくなるんじゃないかな、やっぱり

目が光っておるなという、こういうふうに

感じておったわけです。だからこういう青

パトの件も質問させてもらったんですが、

町内においても空き巣がまだまだ頻繁に起

こっております。だからそういったものが

目を光ってるよ、赤いのじゃないけど、青

がやっぱり何か制服着て、走って、見張り

番おると、これはもうだめだなというよう

に、視覚で与えるのも大きな抑止力ではな

いかというふうに思うんですね。この点こ

れから将来そういったことをできるように

できるのかどうか、検討する余地があるの

かどうか。例えば言ったように応援団的な

人をボランティア的に団体として登録をし

て乗っていただいて町内を走っていただく

というようなことができるのかどうか、で

きるのか検討して、価値あるかどうかとい

うところをもし検討できるのであれば御返

答願います。今すぐでなくて。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 
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  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  過日、行政連絡会というのがありまして、

自治会の皆さんが集まって、夜の８時半ご

ろでしたか、いろいろなことをお話聞いた

ら、自治会のある方が、車貸してくれれば

運転するよというふうに言ってくださって、

町の皆さんの協力ありがたいなと思いまし

た。自治体によってはそうした方々なのか

どうかちょっとわかりませんけども、その

方々が実際にその公用車を運転してやって

いる例があるというふうに聞いております

ので、ちょっとどういうふうにやっている

のかということを調べることは可能かなと

思ってます。それをまた必要性、議員は大

変安全性を高めるために必要だというよう

なお考えでありまして、それをもう少し分

析などしまして、それで対応できるところ

はというふうに思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  対応できればぜひとも対応していただき

たい。 

  あともう一個、大事な点が一個残ってま

す。今ボランティアで子ども見守り活動、

各地域でやっていただいております。これ

にはもうほとんど服装がばらばら、町の帽

子かぶってる人、シルバーのかぶってる人、

全然かぶっておらない人、腕章だけの方、

いっぱいもう、ばらばらなんですよね。あ

る地域の取り組みについては、やっていた

だける団体の方、要するに民生の方、児童

福祉の方、我々のようにこういった子ども

の見守り活動をやっておる人、こういうよ

うな方たちに対しての服装の統一というの

もやっぱりあったら、子どもたちにも安心

できるし、地域の皆さん方にも、ああいう

ふうな光るようなジャケット着ておる、ジ

ャケットというかベストを着ておる人は見

守り活動をやってくれてはるんだなという

ふうな意識を与えるわけですね。そうする

と子どもも児童も安心・安全に訴えられる

わけなので、ぜひとも、町長おっしゃって

るんですね、この中に、何といいましたか

ね。この町政運営方針の中にもこういった

ことをやっていきたいというふうな、１件

ちょっとどこかで見かけたことあったんで

すが、そういうことを考えてもらってるの

か、考えてもいいのではないかという意識

がある。これはお金かかる問題ですけれど

も、ちょっと検討の余地も一件あるんでは

ないかと思うんですね。以前考え方もあっ

たのかどうかわかりませんが、やはり統一

した服装、御婦人が買い物に行かれるとき

に、大体子どもたちが帰ってくる時間帯な

んですね。そういう時間帯に買い物に行く

お母さんたちに協力してもらって、さりげ

なく着てもらって、見張り番してますよと

いうようなニュアンスを訴えていくという

ような働きあってもいいのではないかと思

うんですが、こういった服の検討いかがで

しょうか。回答願います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  今現在、町から見守り隊の方々にお配り

できているものとして、見守り隊の方の目

印として、黄色い子ども１１０番とよのと

プリントした帽子を、小学校との連携も密

にしていただくためにも、小学校を通じて

団体の方々に配布させていただいておりま

して、この帽子の配布は今後も継続してい

くということで、毎年補充をさせていただ

いております。 

  服装につきましては、見守り団体の要望

に応じて大阪府の補助事業、これを活用し
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て統一するということは可能なんですけれ

ども、団体さんの申請によるということで

お願いをしているところです。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  団体から言ってくるんじゃなくて、やは

りこちらから、やはり子どもの命を守って

もらう方向ですから、ぜひとも団体の皆さ

ん集まってくださいと、こういう提案した

いけどどうですか、そこでつくっていくと

いう方向性でやっていただきたいというふ

うに思うんですね。帽子、夏と冬同じなん

です。雨降られたら頭ぬれるんです、網で

すから。これは夏冬考えていただかなあか

ん。もらうものですから。やはりこの点ち

ょっと考えていっていただきたいと思うん

ですが、一件だけ返答お願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  申しわけございません。帽子の件、後ろ

はメッシュですので、あくまでもあれは帽

子という形をして帽子の機能もありますが、

あくまで目印ということで御理解いただき

たいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  これで、公明党の高橋の質問を終わらせ

ていただきます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  次に、永谷幸弘議員を指名いたします。 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  議長より発言の許可をいただきましたの

で、３番、公明党、永谷幸弘の一般質問を

通告のとおりさせていただきます。 

  理事者側におかれましては、町民の暮ら

しの向上と安心・安全を守るための積極的

な答弁をよろしくお願いいたします。 

  本日、私は３点について質問させていた

だきます。 

  まず通告書１点目の、認知症の人を地域

で支えるまちづくりについて質問いたしま

す。 

  政府はことしの１月に、認知症対策を総

合的に進めるための認知症国家戦略案、新

オレンジプランを決定いたしました。高齢

化に伴い、１０年後には認知症の高齢者が

７３０万人に急増すると推計しておりまし

て、これは６５歳以上の５人に１人という

割合になります。２０１３年度から始めた

認知症施策推進５カ年計画（オレンジプラ

ン）にかわるものでございまして、戦略案

では基本的な考えといたしまして、認知症

の人の意思が尊重され、できる限り住みな

れた環境で自分らしく暮らし続けられる社

会の実現を目指すということが明記されま

して、七つの柱が掲げられております。本

日はその中の四つの柱について質問させて

いただきます。 

  まず、普及・啓発の推進についてですが、

具体的には認知症への理解を深めるために

全国的なキャンペーンを展開、学校現場で

も高齢者への理解を深める教育を進めると

しておりまして、また、認知症についての

基礎知識と正しい理解を身につけ、認知症

患者と家族を手助けする市民ボランティア、

認知症サポーターは２０１４年９月末でご

ざいますけれども、全国で５４５万人にの

ぼっておりまして、現行養成目標である６

００万人達成、これは２０１７年度末でご

ざいますけれども、既に目前に迫っている

ために、２０１７年度末８００万人に上積

みするとうたっております。豊能町の養成

人数につきましては、昨年の１２月定例会
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の一般質問におきまして、認知症サポータ

ーは１１月１７日現在で８２７名、そのう

ち町職員は４０名、教職員は３０名、そし

て今後の目標人数は人口の１割の2,０００

名との答弁をいただいております。そこで

政府は６００万人から８００万人に上積み

することを鑑みまして、今後町としての住

民、町職員、教職員を対象としました認知

症サポーターの養成目標について、まずお

伺いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  １２月に御質問いただき、その中で町職

員等についてももう少し進めなければなら

ないのではないか、このように御指摘され

たところでございまして、２月末現在です

が、町職員でございますが、２月にサポー

ター養成講座をいたしましたので１２２人、

町長も含めまして１２２人、教職員は３２

名、合わせて1,０９１名の方がサポーター

としてなっていただきましたので御報告申

し上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  済みません。住民さんについて個別に御

報告お願いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  再度お答えいたします。 

  町職員は１２２人、教職員が３２人、住

民等９３７名、合わせて1,０９１人の方に

サポーターになっていただいております。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  合計、計算できました。参考に、大阪府

太子町の推進状況を見ますと、これは約２

年前の平成２５年３月３１日現在なんです

けれども、人口は１万4,２１６人、高齢化

率が２1.７％、認知症サポーター数は1,７

４４人で、サポーターの人口比率は１2.

２％でございます。豊能町は実際のところ

太子町より高齢化も率が高いわけでござい

ますので、高齢者に優しい、また支え合う

まちづくりのためにも、認知症サポーター

の養成にさらに積極的に取り組んでいくこ

とが必要であると考えておりますけれども、

この点について田中町長の見解を伺いたい

と思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  認知症につきましては高齢化率も豊能町

多くありますし、これから高齢者もふえて

いく。高齢者がふえるに当たって、また認

知症の方も増加していくという傾向にござ

いますので、こういったことは非常に大事

な取り組みだと思いますので、今後もこう

いった認知症サポーター、こういった取り

組みについては、今、キャラバンの方やっ

ていただいてますけれども、実施してまい

りたいと思っております。 

  また、町内におきましても、先ほど話が

ありましたように、この２月に町職員を対

象に４回にわたりまして講座も開いていた

だいたところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 
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○３番（永谷幸弘君） 

  引き続き認知症サポーターの養成にしっ

かりと頑張っていってほしいと思います。 

  次に、学校現場での認知症についての学

習の現状と今後の進め方ですけれども、新

オレンジプランでは学校で認知症の人を含

む高齢者への理解を深めるような教育を推

進、小中学校で認知症サポーター養成講座

を開催としております。そこで学校現場で

の認知症についての学習の現状についてま

ずお伺いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  お答えいたします。 

  認知症の学習は高齢者の方の理解につな

がることであり、他者への思いやりを育む

貴重な学習と考えております。豊能町では

今年度は吉川小学校それから光風台小学校、

東ときわ台小学校におきまして認知症サポ

ーターを講師に招きまして授業を行いまし

た。今後もこういったことが実施できるよ

うに各学校に情報提供を進めてまいります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  三つの小学校のお話をお伺いしましたけ

れども、これは何年生、全校生徒なんでし

ょうか。この点についてお願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  吉川小学校は６年生を対象に１６名、東

ときわ台小学校は４年生を対象に３１名、

光風台小学校は６年生を対象に５８名、合

わせて１０５名の生徒の方にサポーターを

養成いたしました。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  ６年、４年、６年というふうにお伺いし

たんですけれども、これは各小学校によっ

て独自に決められて、何年生対象という形

で決められてるんでしょうか。この点につ

いてお願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  学校の生徒さんは授業がございまして、

なかなか難しゅうございます。そういうふ

うな調整をしながらということなので、こ

のような結果になっております。御理解く

ださい。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  それでは今後の進め方についてはどのよ

うに考えておられますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  今後、生徒の方に認知症の理解を深めて

いただくため、また大人になったときにも

有効に働くと思われますので、今後もまた

学校と調整しながら、空き時間等また教室

等の御理解ももらいながら進めてまいりま

す。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  今後とも認知症を正しく理解し、また認

知症の人や家族を地域で支える認知症サポ
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ーターの養成に積極的に取り組んでいかれ

ますように要望いたしまして、次の質問に

移ります。 

  次に、適時適切な医療と介護等の提供に

ついてでございますけれども、新オレンジ

プランでは認知症の早期診断・対応につな

げるための初期集中支援チームを２０１７

年度までに全ての市町村に設置する方針が

盛り込まれまして、看護師らが認知症の疑

いのある高齢者の自宅を訪問し、早期発見

につなげるものとしております。ただ、高

齢化に伴いまして、看護師や助産師など看

護職員の不足が予想されておりまして、特

に団塊の世代が７５歳以上となる２０２５

年には約３万人から１３万人の看護職員が

不足すると試算されております。厚労省は

結婚や出産などで離職した看護職員の復職

支援を始めることをことしの１０月から対

策に乗り出すとしております。そこで豊能

町として、この初期集中支援チームの設置

についてどのように考えておられるのか答

弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えになるかどうかわかりませんが、

ことしの１月ですが、議員御指摘のとおり、

認知症施策推進総合戦略プランということ

で新オレンジプランが公表されました。そ

の中に先ほど御指摘の、早期に認知症の鑑

別診断が行われ、速やかに適切な医療、介

護等が受けられる初期の対応体制が構築さ

れるよう、認知症初期集中支援チームの設

置を推進する。市町村が地域包括支援セン

ターや認知症疾患医療センターを含む病院、

診療所等にチームを置き、認知症専門医の

指導のもと、複数の専門職が、認知症が疑

われる人、または認知症の人やその家族を

訪問し、観察・評価を行った上で家族支援

などの初期の支援を包括的、集中的に行い、

かかりつけ医と連携しながら認知症に対す

る適切な治療につなげ、自立生活のサポー

トを行うというふうに新オレンジプランに

はうたわれております。先ほど申し上げた

ように、平成２６年度見込みで全国で４１

市町村が実施される見込みと。新オレンジ

プランでは平成３０年度から全ての市町村

で実施する目標と引き上げられたものでご

ざいますので、先ほど私、長々と申し上げ

ましたが、認知症専門医の指導のもとなど、

現時点で町では本取り組みを進める段階に

はないと考えておりまして、今後検討とさ

せていただいて進めてまいります。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  まだ平成１７年度末ということなので、

現段階ではという回答なんですけども、こ

れはやはり一日も早く、町全体として、Ｐ

Ｔなりそういう検討会を設置していただい

て、早期の設置に向かって頑張ってほしい

と思います。 

  次の質問に移ります。 

  認知症状の早期発見につなげるものとい

たしまして、特定健康診査時に新たな認知

症検査の導入については、昨年の９月と１

２月の定例会においても一般質問させてい

ただきました。６５歳未満で発症する若年

性認知症は、２００９年時点で推計約３万8,

０００人、家計を支える働き盛りの世代の

ため、経済的な問題が大きく、本人や配偶

者の親などの介護と重なって、複数の人の

世話をする多重介護に直面するおそれも高

いわけでございます。認知症対策の鍵とい

うのは、言うまでもなく、早期からの適切

な診断と対応であります。そういう意味で、
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行政として年１回の特定健康診査時に認知

症検査を行い、早期発見につなげるべきで

あると考えますが、この点について答弁を

お願いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  議員御指摘の、私は何度もそのことにつ

きまして質問いただいているわけですけれ

ども、認知症検査につきましては、非常に

慎重を期する課題と、問題というふうに考

えております。なぜならば、検査受診後の

相談対応、専門医の医療機関等の連携、検

査の実施方法など、しっかりとした骨組み

が、また仕組みが調わなければなりません。

また町内には、先ほどの答弁とも重なりま

すけれども、専門医等の医師がいない状況

で、そのような中で進めてまいるというこ

とは非常に困難なことであると考えており

まして、認知症検査の導入につきましては、

今後さらなる検討の課題とさせていただい

ております。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  チェックシートはあるので、長谷川式と

かいろいろな方式がございますけれども、

簡単なチェックシートだと私は思ってるん

ですけれども、それをやって、もし疑いが

あればそういう専門医に紹介するという、

そういう流れをつくることも大事かなと私

思っております。年１回の特定健康診査に

おいて認知症検査を行うことによりまして、

認知症の危険性を確認できるわけですので、

これは当然行政サービスの一環として今後

前向きに考えるべきであると思いますが、

どうでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  チェックシート等でその方が、例えば認

知症の初期であるというふうに判断された

場合に、それで非常にショックを受けると

いいますか、なかなか受け入れられない事

態も起こるのではないか。なので、私ども

のほう、まず当面は力を入れなければなら

ないのは、議員御指摘の認知症サポーター

などの養成を通して、認知症に対する理解

をより深めておく、そういう地域にしてお

くということがまずは必要なのではないか

というふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  時間ございませんので次に移りますけど

も、一日も早く、私は導入されることを願

いまして次の質問に移ります。 

  次に、介護者への支援についてでござい

ますけれども、認知症の人の介護者の負担

軽減として、２０１８年、平成３０年度か

ら全ての市町村に配置される認知症地域支

援推進員等の企画によりまして、地域の実

情に応じ、認知症カフェ等の設置を実施す

るとしております。認知症の高齢者や支え

る家族にとって、同じ悩みを共有し話し合

える場が大切であります。そのために設け

られるのが認知症カフェであります。例と

いたしまして、北海道の苫小牧市では今年

度「ほっとカフェ」という名称でございま

すけれども、市内１０カ所に開設いたしま

した。町内会館などの施設を利用しまして、

各店とも原則として毎月１回、日中に２時

間、カフェをオープンしております。６月

から１１月までの半年間でカフェ利用者の
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総数は５７６人と。認知症高齢者、家族の

ほか、認知症について情報を得たいと参加

するお年寄りも少なくないということにな

っております。豊能町としてこのような認

知症カフェの設置についてどのように考え

ておられるか、見解をよろしくお願いしま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  これもことしの１月に公表されました新

オレンジプランの中で、２０１８年、先ほ

どもそうですけれども、２０１８年から全

ての市町村に設置されるべき、そういうふ

うにうたわれておりまして、まだまだ時間

がかかる、このようにお答えせざるを得な

いところでございます。国において次々の

プランが立てられておるわけですけれども、

現場の私ども市町村のほうでは、その条件

を満たし、または実現するために相当の時

間を必要とするのではないかというふうに

考えておりまして、先ほどの認知症初期集

中支援チームと同様に今後の検討課題とさ

せていただきます。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  認知症の人とか家族を地域で支え合う認

知症カフェを一日も早く豊能町も設置され

ることを願いまして、次の質問に移ります。 

  次に、高齢者に優しい地域づくりについ

てですが、認知症の人を含む高齢者の安全

確保の観点から、独居高齢者の安全確認や

行方不明者の早期発見・保護を含めた地域

での見守り体制の整備をうたっております。

私は昨年の９月と１２月の定例会におきま

して一般質問させていただきました。認知

症の方が行方不明になっても事故につなが

る前に本人を見つけてもらえるように、地

域での見守り体制の整備として地域力の認

知症サポーターですね。また制度力のネッ

トワークのほかに、認知症高齢者の安全確

保や、介護家族に対する効果的な支援策と

して、現行のとよのたんぽぽメールをしっ

かりと有効に活用してはどうでしょうか。

答弁をお願いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  以前にも御指摘をいただき、まだ、いま

だ実現はしておりませんけれども取り組ん

でおる最中でございます。 

  たんぽぽメールのことでございますが、

たんぽぽメール、今現時点では一方通行に

なっておるわけですね。なので保護者の方

や先生方や我々に注意を喚起するというこ

とになるわけですけれども、認知症の場合

には、個人の秘密もありますが、容姿等の

配信をしたとしても、それに受け答えして

いく姿勢といいますか、体制といいますか、

そういうものも必要でございますので、時

間を要しておるということで、今後私ども

前向きに取り組んでまいりたいと思います。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  いろいろな検討課題と申しますか、ある

と思うんですけども、やはりこれを有効に

活用してやっていけば、また新たな設備を

つくる必要もございませんので、今現行あ

るものをしっかり活用していただきたいと

いうことで、この質問についてはもう終わ

りたいと思います。 

  次に、通告書２点目の妊婦健康診査の公
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費助成について質問させていただきます。 

  これについては私、昨年の３月議会、６

月議会、また９月議会で質問して、１２月

の議会におきましては時間切れでしません

でしたけれども、今回４回目ということで

質問させていただきます。 

  人口減少対策など、地方創生が国政の現

在最重要課題になっていっております。人

口減少に歯どめをかけるためにも、独自の

対策を実施する自治体も現在たくさんふえ

ております。昨年の９月議会におきまして

は、日本創生会議が発表した将来人口の予

測で、反対にこの増加率が全国一になった

石川県の川北町の事例を紹介させていただ

きました。そこは子育て支援がはるかに充

実しているという評判を聞いて、川北町に

移り住む若い夫婦がふえております。 

  本日は茨城県の常陸太田市の子育て支援

策を紹介したいと思います。ここの人口は

２００４年の市町村合併時に約６万８００

人だったのが、昨年の９月１日現在、約５

万3,０００人まで減少しております。６５

歳以上の高齢化率は豊能町と同じく３割を

超えています。人口減少に対する同市の基

本的な方針といたしましては、一定程度の

人口減少は避けられないことを前提にしま

して、短期的には転出者が転入者を上回る

社会減を抑制しまして、長期的には出生数

をふやす施策が必要だという認識に立って

おります。そのため、２０代から３０代の

若者世代が地元にとどまりたくなる魅力あ

るまちづくりを現在進めているそうです。

具体的には、就労、結婚、妊娠、出産や子

育てがしやすい環境を整備しまして、長期

的な課題である出生率の向上を目指してお

ります。出産や子育てにかかわる支援策で

は、医療費の助成を県の制度に上乗せする

形で、ここは中学３年生まで拡大しており

ます。さらに妊産婦の医療費助成は、助成

対象を産婦人科での診察だけでなくて、歯

科や眼科など通常の疾患にまで広げ、所得

制限も撤廃しております。産み育てやすい

環境づくりとしまして、また若年女性人口

の増加を図るためには、やはり安心して子

どもを産むことができるように、経済的負

担を手厚くサポートする施策を迅速に、よ

り徹底した形で実現することが必要である

と考えております。 

  大阪府内４３市町村の妊婦健康診査の公

費負担額について、昨年の８月６日現在で

ございますけれども、府平均は９万4,５０

０円でございます。さらに９町１村だけで

見てみますと、平均は１０万2,６４２円と

なっておりまして、豊能町は残念ながら現

在７万5,０００円で２番目に低い数字でご

ざいます。 

  そこで私は、この妊婦健康診査の公費負

担額を全国平均の１０万円以上の水準まで

ぜひ引き上げるべきであると考えますが、

この点について見解をお願いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  議員御指摘のとおり、私どもも妊婦健康

診査の公費負担の拡大については、少子化

の中で有用な制度というふうには考えてお

ります。そこで、今後検討させていただき

ますというふうにお答えしようと思ってお

ったわけですけれども、きのう、私どもの

ほう、地方創生先行型の中にそれを組み入

れるということなので、今ここでそれにつ

いて国基準まで拡大させていただくという

ふうに回答させていただきます。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 
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  この妊婦健康診査ですね。公費の助成の

拡充について、私お伺いしましたけれども、

この施策を決めるのはやっぱり田中町長、

トップですね、この判断もございますので、

田中町長の見解をこの場でお伺いさせてい

ただきます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  平成２７年度予算でも人口減少、少子化

対策、これは一つの大きな柱ということを

位置づけておりますので、その中でも子育

て支援の医療費助成、また今回の妊婦健診

の拡充については有用なものだと認識して

いるところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  最後の、ちょっと言葉がよく、決断とし

ての話としてよくわからなかったんですけ

れども。もう一度、町長としての。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  今、妊婦健診につきましても実施してま

いりたいというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  公費助成の拡充については進めていくと

いうことで認識させていただきます。 

  次の３点目でございますけれども、地域

おこし協力隊について、次の質問させてい

ただきます。 

  都市部の若者らを過疎地の自治体が募集

し、地域活動に従事してもらう地域おこし

協力隊制度が全国に現在広がっております。

制度が開始された２００９年度では全国で

８９人でしたが、２０１３年度現在では隊

員数が３１８自治体、４府県、３１４市町

村で、総務省の調べでは９７８名まで広が

っております。昨年６月には安倍首相がこ

の制度の隊員数を今後３年間で3,０００人

にふやす方針を打ち出しております。この

地域おこし協力隊というのは、他地域に暮

らす人材を活用した地域活性化として総務

省が創設いたしました。そして協力隊員は

３年を目安として、活動内容は地域によっ

て異なりますけれども、例えば生活道の草

刈りや農作業の手伝い、住民の生活支援、

空き家管理、イベント企画、耕作放棄地の

再生など、さまざまな地域活動に従事して

もらいまして、あわせてその定住、定着を

図りながら地域の活性化に貢献するものと

なっております。これについては国の財政

支援、特別交付税として協力隊員１人当た

り年間上限４００万円、最高３年間、自治

体に交付されます。また、隊員募集のため

の予算についても１自治体当たり２００万

円を上限に特別交付税を受けることができ

ます。定住状況につきましては、総務省が

２０１３年公表しましたアンケート結果に

よりますと、地域社会の温かさや自然の豊

かさなどにひかれまして、３年を経過し経

済支援がなくなっても、２０１３年度の場

合、約６割の人が活動していた市町村やそ

の周辺に住み続け、地域の活性化に一役買

っております。そこで町として、この地域

おこし協力隊についてどのように考えてお

るか見解をお願いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 
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○総務部長（内田 敬君） 

  総務省によります地域おこし協力隊の制

度でございますが、今、議員のおっしゃっ

たとおり、平成２１年度から始まったとい

う制度でございまして、もう今、御説明の

あったとおり活躍を全国でなさっておると

いうことで、豊能町にとっても非常に有用

であるというふうに考えるわけでございま

す。最後に議員のおっしゃった特別交付税

の措置、実はこれにつきましては地域要件

というのがございまして、財政支援のあ

る・なしが規定をされております。その財

政支援のある・なしの基準は、三大都市圏、

いわゆる埼玉、千葉、東京、神奈川、岐阜、

愛知、三重、京都、大阪、兵庫、奈良の各

都府県でございますが、この三大都市圏を

はじめとする都市地域から過疎地域、山村、

離島、半島等の地域に移住した、そのよう

な協力隊の隊員の方がおられる場合には財

政支援をしますというようなことでござい

まして、恐らく豊能町も手を挙げたら、そ

の協力隊の隊員の方は来られるのかもしれ

ませんが、財政支援はないので豊能町が全

部負担するということになるのかなという

ふうに思っておりまして、つまりはこの本

制度については豊能町は隊員の地域要件の

対象外というようなことでございますので、

非常に検討するに値するよい制度というふ

うには思いますけども、豊能町については

ちょっと今、利用はできないのかなという

ふうに思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  私もこれ調べたんですけれども、過疎法

第２条の規定に基づきまして、公示された

大阪府内の過疎地域の市町村は、平成２６

年４月１日現在、千早赤阪村のみという解

釈でよろしいですね。しかしながら、結局、

豊能町もこの過疎地域には該当しませんけ

れども、今後、少子高齢化の進行や人口流

出には深刻なものがございます。地方創生

の推進の一環といたしまして、特に消滅可

能性のある自治体として、この豊能町も指

摘されておりますので、私はこの交付税は

現在のところ賦課されませんけれども、や

はりこのところをしっかり考えていくため

には、豊能町バージョン地域おこし協力隊

という、そういうものの設置に取り組むべ

きではないかと考えますけれども、この点

についてどうでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  議員がおっしゃったのは国を通じないで、

総務省の制度以外で豊能町独自だというこ

とと思いますけども、それにつきましては

今後、観光面でありますとかまち・ひと・

しごと総合戦略も含めて広くＰＲをしてい

くという中で、豊能町に移り住んでやろう

とかいう方がもしあらわれるのであれば、

そういうようなものも実現できるかなとい

うふうに思いますので、今後そういうこと

も含めて考えてまいりたいというふうに思

います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  これやっぱり今後の豊能町を考えていく

場合、大事なことだと私は思っております。

ＰＲというような言葉出ましたけども、今

回、豊能町ホームページも新しくなりまし

たので、ぜひその辺のところもホームペー

ジに掲載していただいて、豊能町のことを

しっかりＰＲしていただいて、この消滅可

能性のある自治体豊能町を変えていく新た

な方策をしっかり頑張っていってほしいと
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思います。この点についてもう一度、済み

ません、田中町長のほうから見解をよろし

くお願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  先ほど来から出てます地域おこし協力隊、

こちらにつきましては有用やということで

いろいろ検討はしてまいったんですけれど

も、なかなか難しいということです。ただ、

先ほど言われたように、今後、まち・ひ

と・しごと創生本部、その総合戦略等も活

用していきながら、人口をふやすべくＰＲ

等は積極的にしてまいりたいと思っており

ます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  以上をもって、３番・公明党、永谷幸弘

の一般質問を終わります。ありがとうござ

いました。 

○議長（竹谷 勝君） 

  以上で、公明党の一般質問を終わります。 

  この際、暫時休憩します。 

  再開は午後４時でお願いします。 

（午後３時５３分 休憩） 

（午後４時００分 再開） 

○議長（竹谷 勝君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、豊鳴クラブの一般質問を行います。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて４

０分とします。 

  井川佳子議員を指名いたします。 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  皆様、こんにちは。 

  ５番・井川佳子、豊鳴クラブ、一般質問

をさせていただきます。 

  本日最終の人になっております。理事者

側におかれましては大変お疲れのところと

は思うんですけれども、前向きな御答弁を

わかりやすくよろしくお願いいたします。 

  まず１番目でございます。光風台駅前エ

スカレーターについてでございます。これ

につきましては午前中、午後からも質問が

ございまして、その答弁の中で、今年度予

算には乗せていませんということで、私も

予算概要説明のときにとても驚いたわけな

んです。その理由は課題があるからという

ことでしたね。でも町長、あなたの公約で

あります。どんなことがあってもやり遂げ

るというお気持ちがあるのではないかと、

私は期待したいところでございます。例え

ば交付金が出るところまで一定修理して、

そしてそこから交付金をいただくような条

件を調えてみるとか、そういうようなお気

持ちがないかどうか、町長に聞きます。お

願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  こちらにつきましては、先ほど答弁して

おりますように、調査の結果、立地に課題

があるということで、この課題の検証につ

いて今現在検討中でございまして、その検

討を待って判断したいというふうに考えて

おります。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  済みません、そうなんです。午前中から

聞いてますと、どういう課題があったのか
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なと、差しさわりのない程度でいいんです

けれども、ちょっと知りたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えします。 

  エスカレーターにつきましては、支持す

る地盤との関係について、傾斜地の建築物

に求められます建築基準法及び宅地造成規

制法等の関係法令に求められる条件を満た

さないことが判明しました。具体的には、

１号機における基礎部分の構造がわからな

いために、宅地造成規制法に求められる安

息角の影響範囲に基礎が入っていないとい

うことになりました。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  済みません。素直に聞くととてもひどい

状況だなという感じがするんですけれども、

では今後の方針はどのように。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  エスカレーターについて今後は、立地に

課題があるということなので、この課題を

解消できるかどうかを現在検討中でござい

ます。来年度につきましては早期に結論を

出し、必要であれば補正等をお願いしよう

と思っておりますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  では、どのようなときに補正予算に乗っ

てこなくて、どのようなときに補正予算乗

ってくるかというのは大体わかりますけど、

どんなときに補正予算には乗らないんです

かね。決定的なものってありますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  決定的にというかどうかわからないです

けども、ただ、今言えることは、今、検討

しておりますので、それによってどういう

工法をとらないといけないのかとか、いろ

いろあると思うんです。その中でその費用

とかそういうものが出てきた中で判断され

ることやと思いますので、よろしくお願い

します。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  以前、交付金があるうちにって町長おっ

しゃってました。でも１期目のときです。

もう大分前なので、町長もお忘れかもしれ

ませんけど、交付金がなくてもなさいます

かって私が聞いたことがあります。そのと

きは町長、やるっておっしゃったんです。

今はいかがですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  今、先ほど申しましたように、課題の検

証を今してるところでして、それによって

どれぐらい費用がかかるのかというのはま

だわからない状況です。ですので、それに

よることになりますので、今現在、ですか

ら今検証中でして、その費用によりまして

ちょっと判断させていただきたいというふ
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うに思います。 

  以上でございます。 

（発言する者あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  済みません。じゃあ費用によってはやら

ない場合もあると理解してよろしいんです

か。 

（発言する者あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  今、やはり余りに多額な費用であれば、

それはそれで検討は考えていかざるを得な

いのかなとは思っております。ただ、今現

在は課題の解決に向けて検証中ですので、

今これ以上お答えするということは、申し

わけございませんけれども、できません。 

  以上でございます。 

（発言する者あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  課題の解決に向けて、今、邁進中という

ことですので、次の議会にはよいお返事が

あることを頑張っていただきたいと思いま

す。 

  では、事業仕分け及び町の財政状況につ

いてお尋ねいたします。 

  町長は、これも私が、１期目のときでま

たお忘れかもしれませんけど、御就任後２

年かけて事業を見直しますと、事業仕分け

をしていきたいと述べられていました。こ

の年がその事業仕分けの結果を町長として

進めていかれるべき年でございます。その

ときではね。ではその進捗状況についてお

伺いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  ２年かけて事業評価をして、事業につい

て見直していくというお答えはさせていた

だいております。事業評価につきましては、

平成２５年度に一部事業で試行実施、平成

２６年度で事業から、全事業を対象に本格

実施したところでございます。事業の見直

しに活用するのは、事業年度終了後に行う

事業評価であり、来年度の予算編成時の参

考となるものです。ただ、その中でも、も

う一つ、ごめんなさい、そういった中で、

ただ、財政健全化推進プラン、これ御存じ

のようにこの策定しております。この中で

もこれを活用し、一定の事業を見直してき

たというところでございまして、財政健全

化推進プランの中でも、これ御存じだと思

うんですけれども、この中に例えば事務事

業の見直し、統廃合、項目については割愛

しますけれども、あと民間委託や協働の推

進、民間でできることは民間にということ、

こういったこと、また歳入の確保と受益者

負担の見直し等々、こういったことで現在、

財政健全化推進プランの中で反映させてい

っているという部分もございますので。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  では、具体的に何を削って何を盛り込ま

れたか聞きたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 
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  お答えいたします。 

  まず、何を削ったかということについて

は、これ読み上げましょうか。これ、お渡

ししている財政健全化推進プランのこの中

で。 

（発言する者あり） 

○町長（田中龍一君） 

  書き上げているもので、例えば民間委託

や協働の推進、民間でできることは民間に

ということについては、今現在項目といた

しましては、民間団体により行う自主運営

的なことを検討しているとか、あとは野間

口青少年スポーツセンターのこういった自

主運営について、また診療所に関すること、

地域包括支援センターに関すること、図書

館の指定管理、こういったことですね。あ

とは、それと事務事業の見直し、統廃合と

いうことは、この中にもありますように情

報化の委託業務、これの削減等を考えてお

りましたりとか、老人憩いの家とふれあい

文化センターの、この統合という関係です

ね。あとは、等々載っておるところでござ

います。 

  それと、何を盛り込んだかというのは、

これ毎年いろいろございますけれども、今

年度で申しますと一つは、今年度はまちの

創生と健全なる財政運営の達成を同時に目

指すという原則のもとで、経常的経費のさ

らなる削減と歳入の確保に努め、限りある

財源を住民サービスの充実と町の活性化策

に重点的に配分するといたしまして、この

中で例えば地方版まち・ひと・しごと総合

戦略の推進、あと乳幼児医療助成の拡充、

これ子ども医療費の拡充ですね。それと小

中一貫教育等の充実、留守家庭児童育成室

の対象の拡充など、教育・子育て支援の充

実を図るとともに、あとは自主防災組織へ

の防災資機材等の購入助成や消防署タンク

車の更新整備、加えて住民を対象とした防

災出前講座、避難訓練等の実施、地域防災

力の向上と住民の安全・安心の確保、吉川

支所庁舎の改修等々、新たなものも盛り込

んでいきながら、削るということについて

は、一つは財政健全化推進プランの中で、

削る項目についてはこれまで御説明差し上

げているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  行政は、町長がかわろうとずっと続いて

いるものなんですね。私が聞いているのは、

町長の御就任後何を削って何を盛り込まれ

たかということについてお尋ねしたかった

わけなんです。それは整理されてますか。 

（発言する者あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁できますか。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  まず、情報化委託業務の見直し、こちら

につきましては専門の人に入ってもらいな

がら見直しをしていくということが一つ。

それと、あと消防業務の委託または一部事

務組合化ということについて、今現在検討

しているところでございます。あとは小学

校給食の調理業務の委託等ですね。 

（発言する者あり） 

○町長（田中龍一君） 

  等々でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  私、通告書を出してますので、それにつ

いてちょっと準備しておいていただきたい

んですけど。わかりました。 

（発言する者あり） 
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○５番（井川佳子君） 

  いえいえ。委託業務、要するに小学校の

調理の委託業務にしたと。それから消防の

ほうも今検討中と。それから情報化も、先

ほどクラウド化という話も、小寺議員の中

でも出てきましたし、そういうことにも取

り組み始めたよというふうに理解してよろ

しいんですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  そうです。 

  あともう一つ、この事業評価自身につい

ては、当然その廃止等もあり得るけれども、

廃止できる事業だけを探すということだけ

が目的ではなくて、よりよい事業となるよ

うに改善を行うということが主目的でやっ

ていると。この中でも当然事業を見直して

いく中で、ここで出た話も財政健全化推進

プランの中に反映はしていっているという

ところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  私、森林行政しか知りませんが、行政っ

て割と町の独自事業というのは枠が大変狭

うございます、と思ってたんですね。森林

行政でいいますと、林野庁から府におりて

きて、府から森林組合におりてくるわけで

す。こんなのをしなさい、あんなのをしな

さいと。今度事業を探しましたら、このメ

ニューにはこれは載りませんよと、ぱっと

チェックがつきまして、なかなか難しゅう

ございました。なので、町長が御就任後、

事業を見直すと、仕分けるとおっしゃって

たんですけど、私はっきりいって仕分けら

れる範囲ってとっても狭いんじゃないかな

って実は思ってたんですね。それについて

はどのようにお考えですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  御指摘のとおり、基礎自治体ではござい

ますけれども、市町村とありまして、当然

政令市また市とかに比べて、やっている事

業というのは町というのは比較的少ないと。

基本的には必要最低限に近い事業を実施し

ているということもございますので、なか

なかやはり見ていく中で削減していくとい

うのはなかなか難しいなという思いは一方

持っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  さて、国は地方創生を打ち出されており

まして、２月町報にも掲載されています。

地方版総合戦略の目指す方向。具体的には

どのようなことをお考えでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  釈迦に説法かもわかりませんが、国でつ

くられておりますし、広く報道もされてお

りますし、もう情報をお持ちかと思います

けども、国がつくりましたものは総合戦略

の中で安定した雇用の創出、それから若い

世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえ

るもの、それから新しい人の流れをつくる

ですとか、時代に合った地域づくり、安

全・安心、地域連携というような、このよ

うなテーマに沿ったものをやりなさいとい

うのが国の方針でございます。これに沿っ
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て豊能町も豊能町版の総合戦略をつくって

いくというわけでございますけども、午前

中にも申し上げましたが、まずは人口ビジ

ョンというものをつくるわけでございまし

て、その人口ビジョンに向けた戦略的な施

策を策定していくというようなものでござ

います。この総合戦略につきましては、住

民の方はもちろんのこと、産官学金労言と

いうような各関係機関の方に入っていただ

いて、そのような組織をもってその方向性

を具体的に詰めていくというような仕組み

となっておりまして、その各関係機関、住

民の方々と我々行政がともに考えていくと

いうのが非常に重要であろうというふうに

考えているところで、そこを重視してまい

りたいというような考えを一つ持っており

ます。 

  また、その戦略に記載する事業につきま

しては、指標といいますか、今までこうだ

ったけども、この戦略をすることによって

こんなによくなったというような指標を定

めるということが定められておりまして、

その指標づくりにも苦心をしなければなら

ないなというふうに思っておりますけども、

そのような具体的な成果を数字であらわす

ことができるような、そのような指標を持

って施策をつくっていきたいというふうに

思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  大事なお金ですから、具体的な成果を求

められているという非常に厳しいことだと

思います。 

  済みません、私、具体的にどんなことを

されますかって聞いたんですけれども、そ

のお答えがなかったように思いますが、ま

だそのようなお答えが出せるような状態で

はないんでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  国におきましては平成２７年度中に総合

戦略をつくるようにというようなことでご

ざいまして、この議会の最終日にも補正予

算を上げさせていただいて、その予算をも

って１年間かけて総合戦略をつくってまい

るということで、総合戦略そのものの中身

については１年後お示しすることができる

というふうに思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  では、今取り組んでいるということで、

またこれから取り組まれるということで理

解いたしました。 

  では次いきます。 

  平成２５年度決算ベースで文化振興基金

１億5,３８８万円あると、町報１０月号に

も掲載しておられます。なので、私、ユー

ベルホールを、そのお金を使って改修した

らどうかと、私、前回１２月に質問させて

いただきました。そうしますと内田部長の

ほうから、実際現金ベースではそれは数千

万円なんですよと聞きまして、あれってい

う感じですね。数字があるのにない。では、

ここで掲載されています基金現在高、町の

預金と書いてらっしゃるんですけど、平成

２６年３月末現在では３３億2,６７０万円

ありますと記載されております。では、こ

れ現金ベースでは幾らになるんですかって

いう疑問が湧いてきます。要するに、お台

所を預かってもらっている会計管理者さん、

要するに本当にあるんですかって聞きたい

わけなんですよ。いかがですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 
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  川上会計管理者。 

○会計管理者（川上和博君） 

  会計管理者として一般質問に答えるのは

初めてでございます。非常に緊張いたして

おりますが、お答えさせていただきます。 

  昨年の広報の１０月号に記載させていた

だきました基金の現在高、今おっしゃった

とおりでございますが、あの金額の中には

基金から貸し付けている貸付金及び物品購

入基金の物品、これらが２億6,２７５万円

含まれておりますので、現金のベースとい

たしましては３０億6,３９５万円、こんだ

けの現金ということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  そうなんです。総額３３億2,６７０万円、

物品に貸し付けているということで、要す

るに現金ベースに直しますと３０億6,３９

５万円とおっしゃいました。そこで思いま

す。少し前に、平成２７年３月２日の全員

協議会で議員には説明していただきました。

財政推計資料なるものを私たち議員は手に

しております。そこで質問させていただく

んですけれども、同じく会計管理者さんに

お願いしたいんですが、要するに健全化判

断比率を見る限り、町の単年度収支は黒と

いうことになってます。今後どのような事

態が予測されるかということをお聞きした

いと思うんですけれども。じゃあどうぞ、

済みません、お願いいたします。 

（発言する者あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  会計管理者は会計の出納、現金管理をな

さっておられるということで、財政につい

ては私のほうからお答えをさせていただき

ます。 

  平成２６年度決算の見込みでございます

けども、それによりますと、交付税と臨時

財政対策債が平成２５年度の決算額よりも

下回るというようなことでございます。町

税につきましては毎年度減っておりまして、

これまで町税が減っている分、実は交付税

と臨時財政対策債はふえておりまして、町

税の減った分を何とか、埋めるまではいっ

ておりませんが補うことができてきたとい

うようなことで、その結果、基金も少しず

つふえてきたと。我々の人件費カットとい

うのもあったんですけども、そういうよう

なことで基金ふえてきたんですが、今後は

税も交付税も臨時財政対策債も減っていく

というようなことでございまして、それで

先般、全員協議会でもお示しをしましたよ

うな財政推計というようなことでございま

す。 

  国のほうは景気がよくなったというよう

なことで、法人税はふえるというようなこ

とで、地方の法人税もふえると見込んでお

りまして、地方交付税総額は減らしてもい

いでしょうという判断をなさいました。し

たがいまして、平成２６年度におきまして

も、平成２７年度予算案におきましても、

交付税総額も減っておりますし、臨時財政

対策債に貸し付ける資金そのものも減って

おります。したがいまして、豊能町のよう

な法人税のほとんどない、個人の町民税と

固定資産税だけでやっているような市町村

にとっては非常に痛い政策でございまして、

先ほど言うたように町税も減るし交付税も

減るし臨時財政対策債も減るというような

ことになってまいりました。 

  今後どうなっていくかということでござ

いますけども、このたびの当初予算でお示

ししておりますとおり、基金の取り崩しに
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頼らざるを得ないというようなことが当面

続くであろうというふうに思っております

けども、いつかは、いつかという言い方悪

いですけども、中長期的には基金に頼らな

い運用ができるように、今後とも歳出の削

減には努めてまいりたいというふうに思っ

ております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  今年度予算もこれから私たち審議してい

くわけですけれども、基金を５億6,０００

万円取り崩すという案になっていると見て

おります。大変ですね。大変ですねって、

とても大変なんですけど、その中でも工夫

して、なるべく基金を使わないようにして

いくべきですね。やはりサービスというの

はしたらいいというものでもないとは思い

ます、私。あるお金をどこに配分するかと

いうのは町長の裁量にかかっているわけで

す。なので、どこに、要するにエスカレー

ターをつけるんやったらエスカレーターに

つけたらいいし。そういうのはやっぱり町

長が考えていただくべきことですよね。な

ので、やはり今、内田部長が言っていただ

いたように、その基金を取り崩さなくても

いいような、無理のないサービスを考えて

いただく必要があると私は思います。人口

を呼び寄せるためには、しなきゃいけない

施策もおありでしょうけど、やはりそうい

うことを町民は願ってます。 

  いずれは、この表を見ると、危なそうに

見えるわけですよ。こういうふうになって

はいけないんですよ。この推計上の推計ど

おりになってはいけないと私は思います。

それはどういうサービスをしてどういうサ

ービスをしないか。先ほども申しましたよ

うに、どういう事業をしてどういう事業を

しないかという選択は、やっぱり町長にあ

るわけです。ですから、豊能町のサイズの

サービスというのがあるんですよ。やった

らいいことっていっぱいありますよ。例え

ば８０歳まで医療費助成しましょうなんて、

とんでもないことですよね。わかりますよ

ね。だから考えていただきたいんです。や

っていいことなのか、やりたいけどできな

いことなのか、そこを私言いたくて、事業

を、何を入れて何を盛り込んだかというと

こも聞きたかったわけで、いろいろなこと

もこれから論議する中でもあります。今あ

えて言いませんけれども、済みません、大

丈夫ですか、済みません。これからまだま

だ日程のある中で、予算委員会とかの前の

総括質疑とかでも言う場面もありますし、

具体的にはそこで申し上げたいと思います

ので、済みません、次いかせていただきま

すが、肝に銘じて、私の言うこと、何てい

うんですかね。よくしたいのは、私たち、

町長も議員も行政の皆さんも一緒です。で

もどうやってよくしていくかというのは賢

く考えないといけません。住民の皆さんが

そりゃよかったわということが将来よかっ

たかどうかというのは、とても怖いことな

んです。そこをよく考えたいと思うのでよ

ろしくお願いいたします。 

  ではまいります。済みません。新名神高

速道路、町の発展について、神戸ジャンク

ションより高槻まで新名神が今、進められ

ております。これによって豊能町にはどん

ないいことがあるかと私考えておりまして、

前に、道路標示に豊能町をって伺いました

けど、それも大事です。大事なんですけど、

もっと大きな目標を掲げていただきたい。

済みません、要するに、やれっていわへん

かったり、やった、やるなって言われたり

もあれなんですけど、でもやはり雇用をつ

くれと国が言ってます。雇用をつくるには

豊能町には戸知山があります。そこを活用
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しませんか。それを言いたいんです。戸知

山にアウトレットの誘致、また自然公園に

整備して宿泊施設、レストラン、町直営で

なくっても展開するお考えはありませんか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  戸知山につきましては企業誘致も含めま

して有効活用するということで、これまで

も何度も検討、それから意見の募集等も行

ってきたところでございますけども、実現

できていないというのが現状でございます。

今後とも、町内の最大の町有地でございま

すので活用はしてまいりたいという思いは

かなり強く持っておるわけでございますけ

れども、ここで本音をちょっと言わせてい

ただくと、この民間ででも活用できなかっ

た、失敗なさったというようなところを行

政、どっちかというとそういう商売素人の

我々がやっていくということは非常に難し

いというのが実感で思っております。した

がって、それは行政でやるのではなくて民

間にやっていただきたいということを思っ

ておるわけでございますけれども、かとい

って行政が財政を投入してといいますか、

コストをかけて赤字覚悟でやるというよう

な思いも持っておりませんので、何とかそ

ういうお金を投資してでもやるというよう

な民間の企業を探したいというふうに思っ

ておりまして、行政主導でできるものでは

ないというふうな考えは持っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  そうです。要するに町でやるのは危ない

と思います。やっぱり民間を呼んでくると

いう方法があると思うんですね。私、言い

たいのは、民間が失敗したときと今とでは

少し現状が変わってきてますよということ

です。ですからその新名神が通りますよと

いうことも書かせていただきました。なの

で、新たにまた民間のコンサルに声をかけ

てみるという方法もあるのではないかなと

思います。あのときにはスキー場にします

とか、警察犬の訓練所にしますとか、そん

な案が出てきたとは思うんですけれども、

またインターチェンジができますよ。なの

でそれを利用して使ってみようかなという

人も来るんじゃないかなと思います。一つ

前に戻ります、通告書の。某大企業が手放

した茨木インター近くの土地に、私はそれ

は住宅をつくるのかなと思ってたんですね、

手に入れた人がそうだったから。でも違う

んです。そこに物流施設を持ってきますよ

っておっしゃっています。茨木インターの

すぐ近くだから。でも私、茨木インターに

ちょっと用事があるので行くんですよ。も

う混んでます。朝行っても混んでる。昼行

っても夕方行っても。要するに、朝真っ暗

なうちか夜真っ暗になってからかしか、あ

そこはなかなか通れないんです、中河原か

らそのインターまでです。いつも混んでま

す、上下で。そういうとこにつくるんだっ

たらうちはどうですかってセールスしませ

ん。それについてはいかがお考えですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  物流拠点ということでございますけども、

物流拠点につきましては、確かにインター

チェンジができますので、どこの土地にも

負けるとも劣らないというようなよい立地

にあると思っております。ただ、残念なが

ら物流拠点は広大な土地、広い面積の土地

が要るだろうというようなこと、これは確

実でございまして、狭い土地ではできない。
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豊能町におきましてそういう広い土地が用

意できるのかどうか、これがもう現実的に

直面する問題であろうと思っています。そ

の土地を用意しようと思えば、山を削るか

田んぼを潰すか、そんなことが必要となっ

てくるということで、まずはその法規制と

かそのようなものの緩和といいますか、そ

のようなものから求めないと、今議員のお

っしゃるようなことは難しいのかなという

ようなことを思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  例えば戸知山と限定しましょうよ。戸知

山って法規制がすごいがんじがらめです。

これってとく方法はないんですかって、私、

森林組合にいるときに大阪府に聞いたこと

があります。そうしましたら、済みません、

その人が言うにですよ。豊能町さんがかた

い決意を持ってこうしたいんやって言えば

とけるっておっしゃいました。前例がある

んです。ある地区にも指定があったのを、

すごい頑張って離したっていう、森林の中

の指定を外したっていう前例もございます。

ですから、法があるからできないではだめ

です。それでは前に進みません。強い決意

を持って、町長、前に進んでいただきたい

と思うんですけどいかがですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  今、総合戦略、これにつきましても府な

んかとも話は今後していきますし、今もし

ていっております。その中で、やはりこの

規制緩和というのは絶対しなければいけな

いと。戸知山だけに限らず、今、地区計画

をかかってるとこがあるんですけども、地

区計画で例えば駅前の用地であるとか、沿

道の用地であるとか、そういったところに

ついては、私ども平成２５年度の４月１日

で市街化調整区域であっても地区計画をは

めることによって開発できるようにしたの

はしたんですけれども、ただ、先ほど委員

御指摘のように、農振の地域でありました

らそれは適用外になってしまうということ

で、非常に開発には足かせになっていると

いうことは重々認識しているところでして、

今回の総合戦略の中でも、当然府と話しし

ていく機会はありますので、その辺につい

ては強硬に主張はしてまいるつもりでござ

います。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  何もかもすぐに進むものはありません。

根気よく頑張っていただきたいと思います。

私もまた根気よく質問させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

  もう一つだけ。茨木北のパーキングエリ

アに豊能町の特産野菜、特産を並べてもら

う算段をしてはどうかなと思ってるんです

けれども、これについてはいかがですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えします。 

  高速道路の休憩施設につきましては、提

供されるサービスによってサービスエリア

とパーキングエリアに分かれております。

サービスエリアには休憩所、駐車場、トイ

レ、それに加えて売店、食堂、給油所等が

備わっております。パーキングエリアにつ

きましては駐車場とトイレが備わっている

という状況でございます。これについて茨
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木北につきましてはパーキングエリアでご

ざいますので、基本的に物販ができないと

いうことで、ネクスコ西日本のほうからは

聞いておるところでございます。それで、

本町の特産品をそこで販売するというのは

ちょっと無理かなというふうには考えてお

ります、 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  見落としておりました。パーキングエリ

アって書いてありますものね。そうなんで

すね。わかりました。 

  では次いきます。 

  庁舎の展望について。吉川支所の庁舎の

状態は、耐震には耐え得る構造ですが、改

修をしていかないといけないということで、

予算にも上がってるところではあるんです

けれども、改修してそれ使えるものなのか。

もうぼろぼろやから立てかえたほうが早い

という状態なのか。診断されてるからその

予算に上げては来られるんですけれども、

そのあたりをもう一度お答えいただきたい

と思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  吉川支所でございますけども、吉川支所

は昭和５０年度に建築をしたということで、

もう３９年、およそ４０年たっておりまし

て、建物は古いんですけども、今、議員の

おっしゃったとおり耐震性はあると。耐震

性はあるものの、空調とか屋上防水とかが

ほとんどの部分で不良となっておりまして、

１階の天井がはがしてあったりというよう

なこともごらんになっておっても御存じの

とおりかというふうに思います。電気工作

物等も悪くなっておりましたり、周り、外

構も悪くなっておりましたり、樋もという

悪いところばかり、ただ耐震性はあるとい

うようなところでございます。建てかえも

入れて、実は検討もしたことは事実でござ

いまして、建てかえが安いか改修が安いか

ということを検討した、そのために耐震診

断をしたということでしたが、耐震性があ

るということですので改修のほうが安いと

いうような判断に至ったということで、改

修をして有効活用すると、住民サービスの

向上に努めていきたいという判断をしたと

いうところでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  では、箕面森町が開かれまして、町の取

り巻く環境って大きく変わっております。

庁舎のあり方について町長はどうお考えな

のかお聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  庁舎のあり方について、今現在、東と西

にございます。当然ながら、西につきまし

ては支所の機能を充実して、できるだけワ

ンストップという形でいきたいというふう

に思っております。ですので、東は。 

（発言する者あり） 

○町長（田中龍一君） 

  済みません、東で当然ながら必要な機能

はあろうかと思っておりますので、今まで。 

  以上でございます。 

○５番（井川佳子君） 

  以上で私、終わります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  以上で豊鳴クラブの一般質問を終わりま

す。 
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（発言する者あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  えらい終わりのことで済みませんが、私

の質問の最後の答弁なんですけども、ちょ

っと声が聞こえてきて、全然しっかりと聞

き取れなかったんです。最後の答弁ですけ

ども。それを、ごみの有料化についてのそ

ういう実情が、有料化にしなければならな

い実情があるのかということを聞いたとき

に答弁をしていただいたんですが、最後ま

でちょっと聞こえなかったので、それを改

めてお答えしていただくことはできません

でしょうかと思いまして。 

○議長（竹谷 勝君） 

  あのときちょっと騒がしかったんですけ

ど、局長のほうでテープ起こしを、起こす

ということを言うてますので、それで対応

していただきたいと思います。 

○１２番（高尾靖子君） 

  わかりました。了解しました。 

（発言する者あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  まずテープ起こしをさせていただきます。 

  以上をもって本日の日程は全部終了いた

しました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  次回は、３月５日、午前９時３０分より

会議を開きます。 

  どうもお疲れさまでした。 

 

散会 午後４時４５分 

 



 

 2－81 

本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

一般質問 
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